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第１章 策定の趣旨 
 

１ 目的 

企業庁では、知事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向について」  
※１を具体化するため、平成１９年１１月に、１０年間（平成１９年度から平成２８年度）の事

業運営の理念や道筋を定めた「三重県企業庁長期経営ビジョン」※２（以下「長期経営

ビジョン」という。）を策定しました。 

また、その実行計画として、平成１９年度から平成２２年度までの４年間の具体的な

経営改善などの取組を示した「三重県企業庁中期経営計画」（以下「第１次中期経営計

画」という。）および平成２３年度から平成２６年度までの具体的な経営改善などの取組を

示した「三重県企業庁第２次中期経営計画」（以下「第２次中期経営計画」という。）を策

定し、計画的な施設改良や水質管理の強化など「安全・安定」供給の取組を行いまし

た。 

「三重県企業庁第３次中期経営計画」（以下「第３次中期経営計画」という。）は、「長

期経営ビジョン」の計画期間の最終となる平成２７年度から平成２８年度における経

営目標の達成に向けた具体的な取組を示し、効率的で透明性の高い企業経営を持続

させることを目的としています。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

「第３次中期経営計画」は、「第２次中期経営計画」の検証をふまえたうえで、「長 

期経営ビジョン」の目標達成に向けた、平成２７年度から平成２８年度までの２年間の 

進捗管理を的確に行うための計画として位置づけます。 

展開にあたっては、 

「三重県企業庁施設改良計画」（以下「施設改良計画」という。）  

「三重県企業庁防災危機管理推進計画」（以下「防災危機管理推進計画」という。） 

「三重県企業庁人材育成方針」（以下「人材育成方針」という。） 

など複数の個別計画に示す取組と相互に関連させながら進めます。 

 

 

３ 計画期間 

平成２７年度から平成２８年度までの２年間とします。 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 「企業庁のあり方に関する基本的方向について」は、参考資料Ｐ７４を参照。 

※２ 「長期経営ビジョン」における「経営方針」と「経営目標」は、参考資料Ｐ６１を参照。 
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第２章 「第２次中期経営計画」（平成２３年度～平成２６年度）の取組成果

と課題 

 
 企業庁では、「将来にわたって持続可能な水と電気の『安全・安定』供給の実現を図

り、県民の暮らしの安全・安心の確保と経済・産業の発展に寄与する」という使命を果

たすため、平成２３年度から平成２６年度まで「第２次中期経営計画」に基づく取組を進

めてきました。 

 経営方針に基づく各取組の主な成果と課題については次のとおりです。 

 

□主な取組成果と課題－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
１ 計画的な施設改良の推進 

水道用水供給事業、工業用水道事業に関しては、地震により被災した場合に復旧

に長時間を要する浄水場などの主要施設や水管橋の耐震化を優先的に実施してき

ました。 

また、老朽劣化対策として、耐用年数が経過した電気・計装・機械設備について、

劣化状況や交換部品の製造中止などを総合的に判断しながら更新してきました。 

電気事業に関しては、水力発電事業の民間譲渡にかかる譲渡課題であるＰＣＢ含有

大型変圧器の取替などを実施しました。 

今後も、水道用水供給事業、工業用水道事業については、将来、発生が予想され

る大規模地震に備え、「第３次中期経営計画」の期間内における工事対象を精査した

上で、引き続き、耐震化や老朽劣化対策を重点的に行う必要があります。 

２ 市町、民間事業者、ユーザーと連携した「安全・安定」供給の取組 

「震災時等における水質検査機器の相互利用に関する協定」を締結している５市

（津市、四日市市、鈴鹿市、名張市、伊賀市）と、震災時等に機器の適切な相互利 

用が図れるよう、それぞれが保有している検査機器等の情報共有を行うとともに、 

水質検査機器を保有していない市町の職員を対象に、水質事故等の初期対応につい 

て出前研修を実施しました。 

また、民間事業者である浄水場運転監視業務の受託者と、技術力向上に向けた実 

践的な研修や緊急時対応等の訓練を実施しました。 

水道用水供給事業、工業用水道事業のユーザーには、経営状況等の説明会の開催

やメールマガジンの発行を通じて水源状況等の情報提供を行いました。 

今後も、「安全・安定」供給を持続していくため、引き続き、市町等との情報共有や 

研修・訓練を継続し、連携・協働を図っていく必要があります。   

３ 技術継承による新たなステージでの技術力向上の取組 

施設の維持管理業務等の民間委託を進める中で、職員が業務において実務経験を

積む機会が減少しています。このため、職員の監督員として必要となる指導監督能

力や知識の習得、維持、向上および緊急時の対応能力の強化を図るための業務に沿

った専門研修を実施するとともに、危機発生時の対応に関する研修・訓練を職員と

受託事業者が合同で定期的に行いました。 

また、職員の総合的な能力の開発・育成を図るため、職種を問わず企業庁の業務

全般についての知識や技術を習得するための各種研修を行うとともに、知事部局や

外部機関が主催する研修も活用し、取組を行いました。 

今後も、職員の技術力の維持・向上や確実な技術継承を行うため、業務に沿った

専門研修やＯＪＴをより充実し、引き続き、人材育成に取り組む必要があります。 
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４ 「企業庁のあり方に関する基本的方向について」の具体化による経営改善 

知事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向について」に沿って、４つ

の経営改善を行ってきました。 

（１）市水道事業への一元化※１ 

 平成２３年４月の志摩市への一元化後、県から市に対し３年間（平成２３年度～平

成２５年度）職員を派遣し、浄水場の運転管理業務の監督やダムを含む施設の維持

管理について、ＯＪＴにより市職員への技術継承を行いました。 

（２）技術管理業務の包括的な民間委託 

工業用水道事業では、平成２１年度から、運転監視、浄水場の施設管理および除 

  草等を業務範囲とする包括的な民間委託を導入しました。平成２４年度からの契約 

  では、包括する委託業務の委託範囲について、導入効果を検証したうえで除草業 

  務などを除外し、浄水処理に関連のある電気・計装設備点検業務を新たに加える 

  見直しを行ったことにより、業務の効率化やコストの削減につながっています。 

水道用水供給事業への包括的な民間委託の導入については、これまで工業用水 

道事業で実施してきた委託業務の実績をふまえ、コスト等も含めて総合的に判断 

した結果、水道における重い事業者責任を果たすとともに、緊急時には浄水場で 

の当庁職員による迅速な判断・対応が求められるため、すべてを委託者に委ねる 

包括的な民間委託は導入せず、従来どおり、運転監視等の業務を個別に民間委託 

することで事業を管理運営していくこととしました。 

引き続き、工業用水道事業については導入効果を検証しながら包括的な民間委 

託を継続していくとともに、水道用水供給事業については、水道における事業者 

としての責任を果たすことで、「安全・安定」供給を行っていく必要があります。 

（３）水力発電事業の民間譲渡 

   平成２３年８月に中部電力㈱と、「三重県水力発電事業に係る資産等の譲渡・譲

受に関する基本的事項の合意書」を締結しました。 

この合意書に基づき、平成２５年４月１日に青蓮寺発電所および比奈知発電所の２  

発電所を、平成２６年４月１日に宮川第一発電所、宮川第二発電所および蓮発電所 

の３発電所を譲渡しました。 

平成２７年４月１日に長発電所、宮川第三発電所、三瀬谷発電所、大和谷発電所 

および青田発電所の５発電所を譲渡し、水力発電事業は終了します。 

（４）ＲＤＦ焼却・発電事業の新たな運営主体への移管 

水力発電事業譲渡後の平成２７・２８年度においてＲＤＦ焼却・発電事業を引き続き 

企業庁で運営するためには、ＲＤＦ焼却・発電事業を地方公営企業法第２条第３項 

に規定する任意適用事業※２として位置づけることが必要なことから、平成２７年 

４月１日の新たな特別会計の設置に向けて設置条例の改正などの手続きを行って 

 
＜参 考＞ 
※１ 市水道事業への一元化 

市町村合併により１市供給となった地域において、「水源から家庭の蛇口まで」一体とな 
った水質管理と効率的な経営が行えるよう水道用水供給事業を市に譲渡すること。 

※２ 任意適用事業 
    地方公営企業法の規定の全部を当然に適用する事業に該当せず、地方公共団体の自主的

な決定により、条例で法の規定の全部又は財務規定などを任意で適用する事業。 
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きました。 

平成２９年度以降のあり方については、三重県ＲＤＦ運営協議会において関係市 

町と協議した結果、事業期間を４年間延長し平成３２年度末までとすること、およ 

び平成２９年度以降平成３２年度末までの事業主体を「県」とすることとなりまし 

た。 

今後、平成２９年度以降の事業主体である「県」の担当部局を「企業庁」とする 

のか「知事部局」とするのかについては、関係部局で協議し決定していく必要が 

あります。 

 

５ 事業執行にかかるその他の主な取組 

（１）建設・拡張事業の的確な推進 

南勢志摩水道用水供給事業について、平成２７年４月の大台町への給水開始に向 

けて、送水管の布設工事などを実施しました。 

北中勢水道用水供給事業（長良川水系）の取水・導水施設については、平成２５

年度に取水施設の建設に着手することとしていましたが、平成２４年１１月および平

成２５年１月に受水市町から県に対し、市町の水道事業の経営悪化を理由に施設整

備時期の延伸要望がなされました。このため、県環境生活部が中心となって受水

市町等と協議を行った結果、施設整備を７年間延伸することになりました。 

今後は、平成３２年度からの取水・導水施設整備に向けて、県環境生活部ととも

に関係市町と協議を進めていく必要があります。 

（２）未利用水等への対応 

 工業用水について、県や市町の企業誘致部局などと連携し、受水を希望する企

業への対応を行った結果、平成２３年度から平成２６年度までの４年間で、１４件の

新規又は増量の給水を行いました。 

 また、地下水を使用している企業や、当庁の配水管路付近に立地し工業用水を

使用していない企業に対し、３年ごとにアンケート調査を実施するとともに、受

水見込みのある企業に対して営業活動を行いました。 

今後も、将来需要への水資源として確保されている未利用水の利用を促進する

ため、水資源関係の部局と連携して、有効利用対策に取り組んでいく必要があり

ます。 

（３）効率的な事業執行 

平成２２年３月に県が策定した「公共事業コスト構造改善に関する第４次行動計 

画（平成２２年度～平成２６年度）※１」に基づき、コスト縮減のみを重視するのでは 

なく、コストと品質の両面を重視する取組を推進しています。また、その取組内 

容を「コスト構造改革システム」で情報共有することで、他工事との同時施工や 

他事業の施設活用を行うなど、効率的な事業執行に取り組みました。 

今後も、経済性にも配慮し、公共事業の計画段階から維持管理まで投資に対し 

て最も価値の高いサービスを提供する、コストと品質の両面を重視した取組を推 

 

＜参 考＞ 

※1 公共事業コスト構造改善に関する第４次行動計画（平成２２年度～平成２６年度） 
公共事業の品質に配慮しつつ、コスト構造改善を加えた施策を総合的に推進するため、 

ライフサイクルコストの改善などの取組を定めたもの。 
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進していく必要があります。 

（４）安全・安定運転の取組 

水力発電事業について、ダム操作規程を遵守した安全なダム運用や、点検業務

の委託などによる効率的な発電運用に取り組みました。今後は、水力発電事業の

民間譲渡に伴い不要となったＰＣＢ廃棄物の処分などの残務整理を行っていく必要が

あります。 

ＲＤＦ焼却・発電事業について、各運転管理業務の受託事業者と緊密な連携のも

と一体となって発電所の管理に努めており、今後も安全対策に取り組み、「安全・

安定」供給を継続することが必要です。 

 

６ 環境・地域への貢献 

（１）環境に配慮した事業活動の取組 

環境負荷の低減・環境創造の推進に率先して取り組む方針のもと、企業庁では

本庁各課がＩＳＯ１４００１環境マネジメントの認証対象組織として、各事業所は認証

対象組織に準じた組織としてそれぞれ環境活動に取り組みました。 

平成２６年度からは、県庁の環境マネジメントのシステムが、ＩＳＯ１４００１の取組

から政策を推進する「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」にシステム

が一本化され、企業庁においてもこれまでの成果を維持しながらこの新システム

での環境活動に継続的に取り組む必要があります。 

また、「三重県新エネルギービジョン」に基づき再生可能エネルギー施設の導

入を推進するため、平成２６年度に小水力発電施設の導入に向けた設計業務を実施

しており、引き続き、再生可能エネルギー施設の導入を推進していく必要があり

ます。 

（２）施設開放等による地域貢献活動の取組 

浄水場等の施設見学の受け入れや地域との交流などを通じて、県民に水環境へ

の理解や関心を高めてもらうための地域貢献活動を実施しており、今後もこうし

た活動を継続していく必要があります。 

 

７ 経営基盤の強化 

（１）柔軟で効率的な組織体制の強化 

「企業庁のあり方に関する基本的方向について」の具体化など企業庁の実施す

る事業の変化をふまえ、組織体制の見直しを行ってきました。特に、水力発電事

業の民間譲渡に伴い平成２５年度末で宮川発電管理支所を、平成２６年度末で三瀬

谷発電管理事務所を廃止しました。 

このような事業の変化のなか、組織の縮小・廃止や事務の効率化などによる定

数の削減を行うとともに、計画的な施設改良の推進などに必要な職員を柔軟に配

置することにより、適正な人員配置を行いました。 

今後も、企業庁を取り巻く社会環境の変化に的確に対応した効率的・効果的な

組織体制にしていく必要があります。 
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（２）技術継承と人材育成 

知識や経験が豊富な職員を講師とした、より実践的な専門研修を実施するとと

もに職員間で他所属の抱える課題などを共有することにより、業務全般に対する

知識が深まり、各職場でＯＪＴを実践できる人材を育成することができました。 

   今後も、職員のニーズも反映しながら、有効な研修を実施することで、技術継 

承がより効果的に行われるよう取り組んでいく必要があります。 

（３）危機管理体制強化の取組 

   職員の危機管理意識や能力の向上を図るため、危機管理マニュアルや大規模災

害発生時等の企業庁独自の参集体制に基づく研修・訓練を実施しました。また、

災害時における実践力の向上を図るため、ＯＢボランティア、市町、業界団体と

連携した訓練を実施するとともに、県が策定した「三重県新型インフルエンザ等

対策行動計画（平成２５年１１月）」に沿った、「三重県企業庁新型インフルエンザ

等対策マニュアル」を平成２５年１２月に策定しました。 

今後も、災害や危機発生時に迅速かつ的確な対応がとれるよう、取組を継続し 

ていく必要があります。 

（４）ＩＳＯ９００１を活用した品質向上の取組 

   ＩＳＯ９００１を活用した業務の継続的な改善により、顧客満足の向上など品質向

上に取り組んでおり、外部審査においては、品質マネジメントシステムが有効か

つ適切に運用されているとの評価を得ました。 

   今後も、安全・安心な製品を安定供給できる体制を強化していくための取組が

必要です。 

（５）広報活動の取組 

   広報活動方針に基づき、ホームページ等により事業内容や経営の情報をわかり

やすく提供するとともに、広報活動の一環として、地域住民や小学生の社会見学

の場として浄水場を公開してきました。また、ボトルウォーターの製作、浄水場

施設の同時公開および施設見学バスツアーを行うなど、「水の大切さ」等につい

てのＰＲを行いました。 

今後も、水環境への理解や関心を高めてもらうため、これらの取組を継続させ 

る必要があります。 

（６）財務運営の健全化 

 平成２１年４月から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面施行さ

れ、地方公営企業においても「資金不足比率※１」の公表が義務付けられるなど、

財政状況をより明確に示すことが求められています。 
   企業庁では、資金不足は発生していませんが、健全経営の取組として高金利企業

債や水資源機構割賦負担金の借換および内部留保資金を活用した繰上償還を行 
 

＜参 考＞ 
※１ 資金不足比率 

     当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率。 
     （算式）資金の不足額／事業の規模 

資金の不足額：流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こ 
した地方債の現在高－流動資産 

事業の規模 ：営業収益の額－受託工事収益の額 
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 （単位：百万円）

事業区分 取  組 内 容
借換、

繰上償還額
利息負担
軽減額

左記のうち
H23～H26
の軽減額

高金利企業債の繰上償還 274 77 32

水機構割賦負担金の借換、繰上償還 853 104 50

高金利企業債の繰上償還 173 37 26

水機構割賦負担金の借換、繰上償還 2,651 396 256

計 3,951 614 364

水  道 事 業

工業用水道事業

うことで支払利息を軽減するとともに、新規企業債の発行の抑制に努め自己資本 

の充実を図りました。併せて支払利息の軽減により費用の削減が図られたことか 
ら、将来の経営状況を見通したうえで、工業用水道料金の引き下げを行うととも 
に、平成２７年４月１日の水道料金の改定に向けた取組を進めました。 
今後も健全経営の取組を継続させる必要があります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）適正な資産管理の取組 

   資金の確実かつ効率的な運用に努めるとともに、施設の撤去により不要となっ

た土地および水力発電事業の民間譲渡に伴い発生した譲渡対象外資産等の処分

に取り組みました。 

   今後も、未利用資産の処分について、計画的に取り組んでいく必要があります。 

 

８ 計画達成状況の公表・評価方法 

  効率的な事業運営や経営改善を行うため、成果指標や財務指標を定めて事業運営 

を行っており、この指標については、毎年計画の進捗状況を検証し、ホームページ 

などで県民等に公表しました。 

また、ユーザーや有識者などを構成員とした「企業庁の経営に関する懇談会」を毎 

 年度開催し、経営状況についての意見交換を行い、経営の効率化等に関する専門的 

 な立場からのさまざまな意見を聴取し、経営改善等の参考としました。 

今後も経営に関する情報などを公表していくとともに、幅広い意見を取り入れ、 

事業運営に反映していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利息負担軽減額（実績）】 
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□成果指標における実績－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（次頁の成果指標にかかる実績の総括） 

成果指標については、「施設の耐震化率」や「給水原価」など、各事業の経営改

善の状況を判断するのに重要と考えられる項目を設定し、事業成果の検証を行いま

した。 

その結果、工業用水道事業における老朽劣化対策や耐震化の進捗に遅れがあるも 

のの、水道事業における浄水場の主要施設の耐震化を平成２４年度に完了し、水力 

発電事業の段階的な譲渡を円滑に進めるなど、計画期間全体をとおしておお 

むね設定した目標に沿った取組ができました。 

なお、事業別における主な状況は、次のとおりです。 

・ 水道用水供給事業では、「設備の更新率」が目標を少し下回りましたが、この

ことは、対象設備の延命が可能と判断したことにより生じたものです。 

また、「水質基準適合率」では、平成２５年度に渇水や夏場の急激な気温上昇等

の影響から、一時的にアルミニウムが水質基準（水道水が有すべき性状に関する

項目）を超える事案が発生しました。 

 ・ 工業用水道事業では、主要施設および水管橋の耐震化について、目標値に対し 
  て遅れが生じていますが、このことは、耐震化の工事範囲が大規模化したことや 
  河川改修工事との工程調整などにより生じたものです。また、「設備の更新率」 

  が目標を下回りましたが、このことは、対象設備の延命が可能と判断したことに 

  よるものです。 

「給水原価」は、日常の点検管理により設備の延命化を図るなど事業コストの 
削減を図った結果、目標を達成しました。 
「年間給水量」については、受水企業の撤退などにより目標値を下回りました。 

・ 水力発電事業では、平成２３年の台風災害や渇水の影響などの外的要因で「供給   

電力量」が目標値を下回りました。 

また、「溢水電力量」は平成２３年度を除いて目標を達成できました。 

・ ＲＤＦ焼却・発電事業では、市町のＲＤＦ製造施設との協調のもと、日常的なＲＤ 

Ｆの品質管理や搬入量の調整により効率的な運転を心掛けた結果、計画期間全体 

をとおして「ＲＤＦ１ｔ当たりの発電量」は目標を上回りました。 

また、平成２４年度のボイラー故障による設備停止の影響を除いて、「ＲＤＦの外

部処理」は発生していません。 
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□まとめ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「第２次中期経営計画」の実施期間では、知事から示された「企業庁のあり方に関

する基本的方向について」に沿って、水力発電事業の民間譲渡などの経営改善に取

り組むとともに、計画的な施設改良や市町と連携した水質管理の強化を図ることな

どを重点的な取組とし、「安全・安定」供給に努めてきました。 

  経営状況に関しては、効率的な事業経営に取り組むため、各事業において計画的 

で統一的な財務運営を行っています（主な状況については次のとおり）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標における実績については、気象状況や社会動向などの外的要因による影

響などから未達成のものがありますが、「企業庁のあり方に関する基本的方向につ

いて」に沿った経営改善を着実に進めており、計画期間全体をとおしてはおおむね

設定した目標に沿った取組を進めることができました。 

全体を総括すると、「長期経営ビジョン」の経営理念※１に基づき、将来にわたっ

て持続可能な水と電気の「安全・安定」供給を実現するための具体的な取組を進め

ることができました。 

 

「第３次中期経営計画」の実施期間においても、引き続き「企業庁のあり方に関す

る基本的方向について」の具体化による経営改善や計画的な施設改良の推進等、「長

期経営ビジョン」における重点的な取組としている経営目標の達成に向け、的確な

進捗管理を行い、経営改善の取組を着実に進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 経営理念 

   『企業庁は確かな技術とチャレンジ精神で、三重の活力と安心に貢献する公営企業をめ
ざします。』 

①「安全・安心・安定」供給を次世代につなげます 
②技術力で県民の皆さんと確かなパートナーシップを築きます 

     ③常に上のステージをめざし、自ら変革を続けます 

ア 水道用水供給事業および工業用水道事業では、公的資金補償金免除繰上償還制

度などを活用して長期債務の繰上償還を実施したことで、支払利息の軽減が図ら

れたことなどから費用が減少し、計画を上回る純利益を確保しています。また、

的確な需要予測や経費削減を行うことで、平成２５年４月から北伊勢工業用水道料

金の引き下げを行うとともに、平成２７年４月１日の水道料金の改定に向けた取組

を進めました。 

イ 平成２６年度までに譲渡が完了した発電所に充当していた企業債については、繰

上償還を行いました。 

ウ ＲＤＦ焼却・発電事業では、平成２４年１１月からの固定価格買取制度の適用や、平成

２５年度から売電先を入札で決定したことにより、売電収入が増加し、収支改善を図りま

した。 
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第３章 経営の状況 
 

１ 水道用水供給事業 

（１）事業の概要 

水道用水供給事業では､北中勢水道用水供給事業および南勢志摩水道用水供給

事業の２事業を実施しており､県内２９市町のうち１７市町に水道用水を供給してい

ます。また、平成２７年４月から新たに大台町への給水を開始し、供給先が１８市町

となります。 

給水能力は５浄水場で日量４２万７，６６６m3 となっており､平成２６年度の給水量

は７，５２５万６千㎥の見込みで、１７受水市町の水道使用量の約３７％（平成２４年度）、

県全体の水道使用量の約３０％（平成２４年度）に相当しています｡ 

① 営業事業 

事業名 水 源 浄水場
給水能力 

（㎥／日） 
給水対象市町 

管路延長
（ｋｍ）

北中勢 
水道用 
水供給 
事業 

 
北勢系 
 

木曽川総合用水 
（岩屋ダム） 

播磨 ８０，３００
桑名市、四日市市、鈴鹿市、木曽
岬町、朝日町、川越町 

１６８．６
三重用水 水沢 ５１，０００ 四日市市、鈴鹿市、菰野町 

長良川 
（長良川河口堰） 

播磨 １８，０００
桑名市、四日市市、鈴鹿市、木曽
岬町、朝日町、川越町、亀山市、菰
野町 

中勢系 

雲出川（君ケ野ダム） 高野 ８１，４１６ 津市、松阪市 
１３６．４長良川 

（長良川河口堰） 
大里 ５８，８００ 津市、松阪市 

南勢志摩水道 
用水供給事業 

櫛田川（蓮ダム） 多気 
１３８，１５０

（１３９，８５０）

松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、
明和町、度会町、玉城町、多気町、
（大台町） 

１１８．１
(１２０．１)

計  ５ヶ所
４２７，６６６

（４２９，３６６）
計 １７市町 
  （1８） 

４２３．１
(４２５．１)

  ※( )は、平成２７年４月１日に給水開始する大台町を含んだ数値。 

 

② 建設事業 

事業名 水  源 
計画 
目標 
年度 

給水対象市町および給水量 
(㎥/日)

給水能力
(㎥/日)

給水開始 
年 月 日 

工 期 
事 業 費 
(百万円) 

北中勢水
道用水供
給事業 
(第２次拡
張事業） 
長良川水
系 

長良川 
（ 長 良
川河口
堰） 

Ｈ３０ 

桑名市  １，１００
四日市市２，２００
鈴鹿市  ２，２００
亀山市  ７，４００
木曽岬町２，０００

朝日町１，０００
川越町１，４００
菰野町  ７００
 
 計 １８，０００

１８，０００

一部給水： 
 H１３．４．１ 
一部給水： 
 H２１．７．１ 
全部給水 
 H２３．４．１ 

Ｈ１０ 
～Ｈ２９ 

２０，４０６
(１６，８９０)

 
津市  ５０，５００ 

 
松阪市  ８，３００ 

 
        計   ５８，８００ 

 

５８，８００
全部給水： 
 H１０．４．１ 

H１０ 
 ～H２９ 

７０，７１１
(３７，２８１)

    計  ７６，８００ ７６，８００   
９１，１１７

(５４，１７１)

※ 計画目標年度は、事業認可計画時において施設能力に見合う需要が発生すると見込んだ年度。 

※ 事業費下段（ ）書きは、内数で専用施設の執行額。 





 14

③ 施設の整備状況 

南勢志摩水道用水供給事業では、大台町への新規給水開始に向けて、送水管等 

の布設工事を実施しました。 

また、北中勢水道用水供給事業(長良川水系)では、取水口整備に平成２５年度か 

  ら着手する予定でしたが、県環境生活部主導のもと、関係市町との調整の結果、 

  平成３７年度を新たな目標として事業の推進を図ることとなりました。 

一方、既存施設については、主要施設や水管橋※１の耐震化や耐用年数の経過し

た設備の老朽劣化対策などの更新･改良工事を計画的に実施しています｡ 

 

④ 資産と負債の状況 

平成２６年度末の資産の状況は､施設などの固定資産約１，２８８億円と現金預金

などの流動資産約１７０億円を合わせ約１,４５８億円となる見込みです。 

負債は、企業債などの固定負債約３０９億円、企業債や未払金などの流動負債約

４２億円および償却資産の改良等に充てた補助金等の繰延収益約２５０億円を合わ

せて約６０１億円となる見込みです｡ 

資本金は自己資本金であり、約８１３億円となる見込みです。 

剰余金は約４４億円となる見込みで、国庫補助金などの資本剰余金約９億円

と利益剰余金約３５億円の合計です。 

 

  【平成２６年度 資産と負債の状況】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参 考＞ 

※１ 水管橋 
河川、道路および鉄道などを横断する水道管の橋。 
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２ 工業用水道事業 
（１）事業の概要 

   工業用水道事業は、昭和３１年に四日市工業用水道（昭和３６年県土木部から北伊

勢工業用水道として引継）の給水を開始して以来、昭和３８年には松阪工業用水道、

昭和４６年には中伊勢工業用水道、昭和６１年には多度工業用水道で給水を開始し

ました｡ 

現在、県域全体では最大給水能力日量９１万１,５００㎥となっており、平成２６年度

の実給水量※１は１億６，０６５万㎥の見込みで、県内の９２社１０５工場に工業用水を給

水しており、県全体の工業用水需要量の約６３％(平成２４年度)に相当しています｡ 

      また、将来の水需要に備えて三重用水、長良川河口堰に水源を確保しています。 

 

①営業事業                  

事 業 名 水 源 浄水場 
給水能力 
（㎥／日）

契約水量※２

（㎥／日）
給水区域 給水工場数 

管路延長
（ｋｍ） 

北伊勢工業
用水道事業 

長良川 沢地 ２５０，０００

７２４，８２０

桑名市、四日
市市、鈴鹿市、
津市、朝日町、
川越町 

７０社８１工場 ２９５．６員弁川 伊坂 １８０，０００

木曽川総合用水 
（岩屋ダム） 

山村 
（５６０，０００）

４００，０００

多度工業用
水道事業 

三重用水 多度 １０，０００ ― 桑名市 ― ０．３

中伊勢工業
用水道事業 

雲出川 
(君ケ野ダム） 

 ― 
（５０，０００）

３３，０００
１７，８１０ 津市 １５社１７工場 ３９．０

松阪工業用
水道事業 

櫛田川  ― 
３８，５００

３８，５００ 松阪市 ７社７工場 １５．３

計  ４ヶ所 
(１，０８８，５００)

９１１，５００
７８１，１３０  ９２社１０５工場 ３５０．２

  （注）給水能力の（）は全体計画量を示します。 
 

 ②確保水源 

事業名 計画給水区域 水  源 
計画給水量 

（㎥/日）
工  期 事 業 費 備    考 

鈴鹿工業用 

水道事業 

四日市市 

鈴鹿市 
三重用水 ４，８００

（三重用水） 
昭和３９年度 

～ 
平成４年度 

（三重用水） 
３０．１億円 

水源施設は完了
(水資源機構管理)

長良川河口堰

関連工業用水

道事業（仮称） 

北勢地域 
長良川 

(長良川河口堰)
５１５，０００

(長良川河口堰）
昭和４３年度 

～ 
平成６年度 

(長良川河口堰) 
２６６．３億円 

水源施設は完了
(水資源機構管理)

計   ５１９，８００  ２９６．４億円  

（注）計画給水量については、事業予定計画水量 
 

 

 

 

＜参 考＞ 

  ※１ 実給水量 

   実際に１年間にユーザーへ給水した水量。 

※２ 契約水量（基本使用水量）  
     一日の各時間において使用する水量の最大量に２４を乗じて得た一日あたりの水量。 
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③ 施設の整備状況 

企業からの新たな工業用水の需要に対応するため、配水管布設工事などを行い、

平成２３年度から平成２６年度の４年間で、１４件の新規又は増量の給水を行いまし

た。 

また、水管橋落橋防止などの耐震化や耐用年数の経過した施設の老朽劣化対策

など、更新･改良等を計画的に実施しています｡ 
特に､膨大な施設を抱える北伊勢工業用水道では､幹線部分の配水管更生工事

などを計画的に実施しています｡ 

  
 ④ 資産と負債の状況 

平成２６年度末の資産の状況は､施設などの固定資産約９９４億円および現金預金

などの流動資産約１２４億円を合わせ約１,１１８億円となる見込みです。 

負債は、企業債などの固定負債約２００億円、企業債や未払金などの流動負債約

２７億円および償却資産の改良などに充てた補助金等の繰延収益約１８２億円を合

わせて約４０９億円となる見込みです｡ 

資本金は自己資本金であり、約６８７億円となる見込みです。 

剰余金は約２２億円となる見込みで、国庫補助金などの資本剰余金約１２億

円と利益剰余金約１０億円の合計です。 

 

  【資産と負債の状況】 
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（３）経営にあたっての留意点 

 ① 事業全体としては、使用水量※１の減少や施設改良の影響などにより、給水原価 
※２は全国平均より高くなっています｡ 

 ② 水系別の給水原価については、松阪工業用水道は全国平均（１８．０円／㎥：平成 

２４年度）を下回っているものの、北伊勢工業用水道、中伊勢工業用水道および多

度工業用水道※３は上回っています｡ 

※全国平均は、平成２４年度の数値 
 

③ 契約水量と使用水量について、平成２６年度において、北伊勢工業用水道を中心

に約２５．０万㎥／日の乖離が生じています。 

④ 施設の老朽化や大規模地震の発生に備え、引き続き、耐震化を含めた計画的な

施設の改良・更新が必要です。 

⑤ これらのことから、未売水の解消に向けた工業用水の利用促進に取り組むとと

もに、品質を確保したうえで経済的な工法を採用することなどによるコスト縮減

を図ることにより、効率的な事業運営に取り組んでいくことが求められています。 

 

 

 

 

 
 

＜参 考＞ 
 ※１ 使用水量 

一日あたりの基本水量から一日あたりの休止水量を減じて得た水量。 
なお、休止水量の変更時期は年２回。（５月、１１月）。 

※２ 給水原価 
有収水量１㎥を作るために要する費用。 

 ｛経常費用－(受託工事費＋材料および不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝/有収水量 

※３ 多度工業水道の給水原価 
多度工業用水道については、水源である三重用水に係る費用（管理費負担金・減価償却費） 

が多額であり、また、他水系より良質な水質を保っているため、単価が高くなっている。 
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３ 電気事業 
（１）事業の概要 

① 水力発電事業 

県の電気事業は、昭和２７年に電気事業許可を受け、宮川総合開発事業の一環 

として長発電所を建設したことをはじまりに、平成１０年度までの間に中南勢地 

域総合開発事業、石油代替エネルギー政策のもとで、１０カ所の水力発電所を建 

設しました。 

その後、知事から示された「企業庁のあり方に関する基本的方向」に沿って、 

平成２５年４月に２発電所、平成２６年４月に３発電所を中部電力㈱に譲渡したこと 

により、平成２７年３月末現在の設備は、５発電所で、合計最大出力は、３５，２００ 

ｋＷであり、平成２６年度の供給電力量は６，８８８万６千ｋＷｈの見込みです。 

   なお、平成２７年４月の５発電所の中部電力㈱への譲渡をもって、全ての譲渡 

が完了し、水力発電事業が終了します。 

 

② ＲＤＦ焼却・発電事業 

    資源循環型社会の構築を図るとともに、未利用エネルギーの有効活用を促進

するため、水力発電事業(本体事業）の附帯事業※1として、三重ごみ固形燃料発

電所を整備し、平成１４年１２月から稼働させています。 

平成２６年度は、関係５団体１３市町が製造したＲＤＦ※２を４万６千ｔ受け入れ、 

６，１５１万２千ｋＷｈの発電が見込まれています。 

  

【営業事業】 

施設名 設置場所 
処理能力
（ｔ／日） 

最大出力 
（ｋＷ） 

ＲＤＦ製造市町 

三重ごみ固形
燃料発電所 

桑名市多度町
力尾 ２４０ １２，０５０

桑名広域清掃事業組合（２市２町）、香肌奥伊勢資
源化広域連合（１市３町）※３、南牟婁清掃施設組合
（１市２町）、伊賀市、紀北町 

（志摩市は、平成２５年度末で当事業を終了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参 考＞ 
※１ 附帯事業 

地方公営企業が経営する本体事業と密接な関係にあるものとして、本体事業に附帯 
して経営される事業。 

※２ ＲＤＦ 
Ｒｅｆｕｓｅ Ｄｅｒｉｖｅｄ Ｆｕｅｌ（ごみ固形燃料）の略。家庭や事業者から排出された可燃性

ごみを押し固めてつくられる燃料で、電気を発生させる熱源として利用できる。 

※３ 松阪市は、平成２６年度末で当事業を終了。 
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への取付道路が大きく被災しましたが、復旧作業を行い平成２７年３月に運転

を再開しました。 

 イ ＲＤＦ焼却・発電事業 

三重ごみ固形燃料発電所は､平成１５年８月に発生したＲＤＦ貯蔵槽爆発事故

により運転を停止していましたが､維持管理体制を見直し、施設の総点検お

よび安定運転のための改修を行うとともに、「安全管理会議」の設置、「危機

管理マニュアル」の整備を行ったうえで、試運転を経て、平成１６年９月に運

転を再開しました｡ 

その後、新たな貯蔵施設を整備し､平成１８年８月から運用を開始するなど､

爆発事故の教訓をふまえ、安全の確保に万全を期した運転管理を行い､現在､

安定した運転を続けています｡ 

 

④ 資産と負債の状況 

平成２６年度末の資産の状況は、５つの水力発電所および三重ごみ固形燃料発

電所の施設などの固定資産約８２億円と現金預金などの流動資産約４８億円を合

わせ約１３０億円となる見込みです。 

負債は、引当金などの固定負債約７億円、企業債や未払費用などの流動負債

約１１億円および償却資産の改良等に充てた補助金等の繰延収益約１０億円を合

わせて約２８億円となる見込みです。 

資本金は自己資本金であり、約１３０億円となる見込みです。 

剰余金は未処理欠損金が約２８億円となる見込みです。 

 

  【資産と負債の状況】 
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  ア 水力発電事業 

平成２６年度末の資産の状況は、５つの水力発電所の中部電力㈱への譲渡に

より、残り５つの水力発電所施設などの固定資産約７４億円と現金預金などの

流動資産約７６億円を合わせ約１５０億円となる見込みです。 

負債は引当金などの固定負債、企業債や未払費用などの流動負債と繰延収

益を合わせて約２３億円となる見込みです。 

資本金は自己資本金約１２８億円となる見込みで、剰余金は未処理欠損金約 

１億円となる見込みです。 

 イ ＲＤＦ焼却・発電事業 

平成２６年度末の資産の状況は、施設などの固定資産と未収金などの流動資

産を合わせて約９億円となる見込みです。 

負債は引当金などの固定負債、未払費用などの流動負債と繰延収益を合わ

せて約３４億円となる見込みです。 

資本金は自己資本金約２億円となる見込みで、剰余金は未処理欠損金約 

２７億円となる見込みです。 

 

（３）経営にあたっての留意点 

① ＲＤＦ焼却・発電事業は、平成２８年度までは企業庁が運営することとしていま

す。 

② 水力発電事業譲渡後の平成２７年度以降は、ＲＤＦ焼却・発電事業を地方公営

企業法の任意適用事業として経営を行っていく必要があります。 

③ 三重ごみ固形燃料発電所の運営について、平成１５年８月のＲＤＦ貯蔵槽爆発事

故を教訓に、安全で安定した運転管理を確実に行っていく必要があります。 

④ 一般廃棄物処理行政の一端として、市町のごみ処理が円滑に進むよう、引き

続き、安定した運転を行っていく必要があります。 

⑤ これらのことから、経営にあたっては、売電電力の入札による収益の確保や

経費の節減に努めるとともに、運転管理業務受託事業者と緊密な連携のもと、

三重ごみ固形燃料発電所の適切な運転管理に努め、ＲＤＦ焼却・発電事業の安

全・安定した運営に取り組んでいくことが求められています。 
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第５章 事業別の取組 
 

１ 水道用水供給事業 

（１）経営目標 

① 計画的な施設改良の推進 

将来予想される大規模地震に備えるため、引き続き、大規模水管橋などの耐震

化を重点的に実施するとともに、老朽劣化対策として、耐用年数を経過した電気・

計装※１・機械設備の更新を実施します。 
また、液状化が想定される地域における管路の耐震化や経年変化により老朽化

した管路の布設替えを行うことで、管路の耐震化を進めます。 

② 市町、民間事業者と連携した水質管理強化の推進 

市町に必要な水質管理に関する技術研修を行うとともに、日頃から市町や民間

事業者との技術交流および情報共有を図ることで、水質管理の強化に取り組みま

す。 

③ 技術管理業務の民間委託の推進 

水道用水供給事業者に課せられた重い事業者責任を果たすとともに、緊急時に 

は浄水場での当庁職員による迅速な判断・対応が求められるため、すべてを委託 

者に委ねる包括的な民間委託は導入せず、従来どおり、運転監視等の業務を個別 

に民間委託し、事業運営を行います。 

④ 建設・拡張事業の推進 

北中勢水道用水供給事業（長良川水系）の施設整備期間の延伸に伴う事業認可 

の変更手続を進めます。 

⑤ 効率的な事業執行 

建設改良および修繕等の工事の施工において、常にコストと品質の向上の両面

を重視した取組を行います。 

（２）経営目標達成に向けた取組 

① 計画的な施設改良の推進 

 【課題】 

＜耐震化＞ 

・ 大規模地震による被害を最小限に抑えるため、応急復旧に時間を要する大 

規模水管橋や液状化が想定される地域における管路の耐震化を行う必要が 

あります。 

＜老朽劣化対策＞ 

・ 水道用水が安定的に供給できる状態を保つために、分水施設等における電 

気・計装・機械設備の老朽劣化対策を進める必要があります。 

・ 経年変化に伴い、老朽劣化した管路の更新を行う必要があります。 

・ 耐用年数を経過した水質機器などの更新を行う必要があります。 

＜参 考＞ 

※１ 計装設備：浄水処理などを行うための計測、制御装置 
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【取組】 

＜耐震化＞ 

・ 震災時の応急復旧に時間を要する大規模水管橋については、引き続き、耐 

 震化を計画的に実施します。 

・ 液状化が想定されている地域に埋設されている管路については、計画的に 

 整備を推進します。 

＜老朽劣化対策＞ 

・ 老朽劣化が著しいと想定される箇所の管路の耐震化を計画的に実施するこ 

とで、結果的に耐震化とともに老朽劣化対策も進めます。 

・ 電気・計装・機械設備について、個々の設備の耐用年数、劣化状況および 

交換部品の製造中止などを総合的に判断して更新します。 

 

ア 施設区分別事業費            （単位：百万円） 
           年 度 
施 設 区 分 

Ｈ２３ 
～Ｈ２６

Ｈ２７ Ｈ２８ 
Ｈ２７ 
～Ｈ２８計 

専
用
施
設 

主要施設※１の耐震化 ８３ ０ ０ ０ 

水管橋の耐震化 ８４９ ９２ ３１ １２３ 

管路の漏水対策 ７３１ ３２２ ９ ３３１ 

管路の耐震化 － ３３ １００ １３３ 

機器・設備の更新 ３，８６０ １，６４４ ２，６２２ ４，２６６ 

その他 ２７４ ５９２ ２０６ ７９８ 

小   計 ５，７９７ ２，６８３ ２，９６８ ５，６５１ 

水源施設の耐震化等 ４６ １９ １９ ３８ 

合   計 ５，８４３ ２，７０２ ２，９８７ ５，６８９ 

   ※４年間（平成２３年度～平成２６年度）の事業費について、平成２５年度までは 

決算ベースの実績を、平成２６年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込み 

を計上。 

 

イ 事業別事業費              （単位：百万円） 
       年 度 
 事 業 別   

Ｈ２３ 
～Ｈ２６

Ｈ２７ Ｈ２８ 
Ｈ２７ 
～Ｈ２８計 

専
用
施
設 

北中勢
北勢系 １，９２０ ８７８ １，０７９ １，９５７ 

中勢系 ２，１２９ １，２７８ １，１６７ ２，４４５ 

南勢志摩 南勢系 １，６１２ ４８８ ６３３ １，１２１ 

水質検査機器 １３６ ３９ ８９ １２８ 

小  計 ５，７９７ ２，６８３ ２，９６８ ５，６５１ 

水源施設の耐震化等  ４６ １９ １９ ３８ 

合   計 ５，８４３ ２，７０２ ２，９８７ ５，６８９ 

   ※４年間（平成２３年度～平成２６年度）の事業費について、平成２５年度までは 

決算ベースの実績を、平成２６年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込み 

を計上。 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ 主要施設：沈澱池、ポンプ所等 
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② 市町、民間事業者と連携した水質管理強化の推進 

  【課題】 

・ 水道水の安全性や信頼性に対する法的な要求事項は高度化してきているた 

め、市町等との連携を深めながら、水質管理の強化を図る必要があります。 

  

 【取組】 

・ 「三重県精度管理協議会※１」などを活用し、市町や民間事業者のニーズをふ 

 まえながら連携を行っていきます。 

・ 各市町の水質管理上の懸案課題等について定期的に意見交換会を実施する 

とともに、事故時の水質管理や水質苦情時の初期対応などについて技術研修 

を行います。 

・ 緊急時には、「震災時等における水質検査機器の相互利用に関する協定」に 

基づき、５市（津市、四日市市、鈴鹿市、名張市、伊賀市）と連携し水質検 

査機器を相互補完するなどの対応を行います。 

 

③ 技術管理業務の民間委託の推進 

 【課題】 

・ 限られた経営資源のもと、将来にわたって水道用水を「安全・安定」供給 

するためには、民間活力の導入による経営の効率化を図るとともに、官民が 

適正な役割分担のもと一体となって取り組むことにより、事業を継続してい 

く必要があります。 

・ 水道用水供給事業者に課せられた責務である安全・安定性の確保には、水 

質事故等緊急時の迅速な判断・対応が不可欠であり、これまで培ってきた技 

術・技能を職員間で確実に継承していく必要があります。 

 

 【取組】 

 ア ２年間の取組内容 

・ 水道用水供給事業では、浄水場等における技術管理業務の包括的な民間

委託は導入せず、従来どおり運転監視等の業務を個別に委託し、監督業務

を担う当庁職員の技術力を高めながら、事業を管理運営していきます。 

イ 具体的な推進計画 

・ 平成２４年度に高野浄水場の運転監視業務を民間委託したことで、当庁全 

ての水道用水供給事業における浄水場等の運転監視が民間委託となりまし 

た。今後も、業務効率の向上や安全性の確保などの観点から効果を検証し 

ながら事業を管理運営していきます。 
 

 
＜参 考＞ 
※１ 三重県精度管理協議会 
    「三重県水道水質管理計画」に基づき、水道水の水質検査の精度を適正に管理するとと 

もに検査担当者の技術の向上を図るため、平成９年度に県が設立。構成員は、県環境生 
活部、厚生労働省登録検査機関、企業庁や四日市市などの自己検査水道事業者、保健環 
境研究所など。 
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ウ 技術継承の検討 

   ・ 浄水場等の運転管理業務をはじめとする民間委託を進めるなか、将来に

わたっても職員の技術力の低下を招くことがないよう、実践に即したＯＪＴ

や研修等を行うことにより、職員の技術継承に取り組みます。 

 

④ 建設・拡張事業の推進 

【課題】 

・ 北伊勢工業用水道の取水、導水、浄水および配水施設の一部を暫定的に使 

 用して給水を行っている北中勢水道用水供給事業（長良川水系）について、 

 適切な時期までにこの暫定措置を解消する必要がありますが、平成２４年度に 

 受水市町から県に対して、市町水道事業の経営状況の悪化を理由に、取水・ 

 導水施設の整備について、整備延伸の要請があり、協議の結果、平成３７年度 

 まで取水・導水施設の整備が延伸となっています。 

 

 【取組】 

・ 北中勢水道用水供給事業（長良川水系）の取水・導水施設等の整備を延伸 

 したことに伴い、整備に関する事業認可変更の手続きを進めます。 

 

⑤ 効率的な事業執行 

 【課題】 

・ コスト縮減の取組を継続する必要がある一方で、行き過ぎたコスト縮減は 
品質の低下を招くおそれもあり、コストと品質の両面を重視することが必要 
です。 

 

 【取組】 

・ 「事業の計画段階から維持管理まで、投資に対して最も価値の高いサービ 
スを提供する」というコストと品質を重視した総合的なコスト構造の改善を 
推進するため、適切な維持管理により施設の長寿命化に取り組みます。また、 
その取組成果については、毎年、組織内で情報共有し、次年度以降の取組に 
生かしてきます。 

 

（３）今後２年間の取組目標 

   今後２年間に取り組む目標を明確にするため、「経営目標」を達成するための

成果指標を設定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進しま

す。 
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【「第３次中期経営計画」の経営目標を達成するための成果指標】       

経営目標 指 標 
（単位） 

目指すべき状態 Ｈ２６末 

（現状値）

Ｈ２７ 

 

Ｈ２８ 

（目標値） 

①計画的な施設

改良の推進 

浄水場等に

おける主要

施設の耐震

化率（％） 

浄水場等における主要施設の

耐震化が計画的に実施され、

水道用水が安定的に供給でき

る状態であること 

１００ １００ １００ 

水管橋の耐

震化率（％） 

水管橋の耐震化が計画的に実

施され、水道用水が安定的に

供給できる状態であること 

９８．２ ９８．８ ９８．８ 

管路の耐震

化率（％） 

管路の耐震化が計画的に実施

され、水道用水が安定的に供

給できる状態であること 

－ 
測量 

設計 

着手 

４．４ 

設備の更新

率（％） 

設備の老朽劣化対策が計画的

に実施され、水道用水が安定

的に供給できる状態であること

９３．３ － － 

－ ３３．３ １００ 

②市町・民間事業

者と連携した水質

管理強化の推進 

水質基準適

合率（％） 

水質基準に適合し、水道用水

が安全であること 
１００ １００ １００ 

③技術管理業務

の民間委託の推

進 

④建設・拡張事業

の推進 

⑤効率的な事業

執行 

給水障害発

生件数（件） 

水道用水が安全で安定的に供

給されていること 
０ ０ ０ 

給水原価 

（円／㎥） 

事業が効率的に運営されてい

ること 
１０６．７ １１２．２ １１１．７ 

 
〔成果指標の説明〕 

  ・浄水場等における主要施設の耐震化率 
企業庁が管理する主要施設１２９施設について、平成２４年度で耐震化を完了。 

  ・水管橋の耐震化率 
企業庁が管理する水管橋１７０橋のうち、平成２８年度までに１６８橋の耐震化を実施。 
※平成２６年度までに１６７橋の耐震化を完了しており、平成２７年度に１橋完了予定。 
残る２橋については、道路管理者の施工に合わせて工事を実施する必要があることから、 
平成２９年度までに１橋の完了を予定し、残り１橋は、震災発生時に備えて応急資器材の 
確保を行う予定。 

・管路の耐震化率 
大規模地震等により液状化が想定されている地域に埋設されている管路や、老朽劣化が著 

しい管路（平成２７年度～平成３６年度の１０年間での対象全長１８，５８８ｍ）のうち、平成２８年度 
までに８２０ｍの耐震化を実施。 

・設備の更新率 
上段：「第２次中期経営計画」期間（平成２３年度～平成２６年度）での更新対象設備（９０設

備）のうち、平成２６年度までに８４設備を更新。 
下段：「第３次中期経営計画」期間（平成２７年度～平成２８年度）で１５設備を更新。 
※「第２次中期経営計画」期間中における更新対象設備（９０設備）のうち、６設備の延命が 
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（単位：百万円）

平成２６年度
（補正後予算）

平成２７年度
（当初予算）

平成２８年度

9,327 8,041 7,996 

1,031 946 893 
568 -  -  

10,926 8,987 8,889 
7,856 8,240 8,226 

902 714 633 
59 -  -  

8,817 8,954 8,859 
2,109 33 30 

210 -  -  

-  -  -  
1,178 1,062 1,066 

464 432 250 
1,853 1,494 1,316 
2,025 2,745 3,068 
3,962 3,633 3,122 
5,987 6,378 6,190 

△4,134 △4,884 △4,874 

15,322 16,342 14,684 

2,109 33 30 
3,045 3,193 3,686 

△4,134 △4,884 △4,874 
1,020 △1,657 △1,158 

16,342 14,684 13,527 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。

出資金

区分

営業費用
営業外費用

費用計

営業収益
営業外収益
特別利益

収益計
収
益
的
収
支

純利益

特別損失

支出計

資本的収支不足額

当年度末内部留保資金
（注）・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み。

資
金
収
支

前年度末内部留保資金
純利益

資
本
的
収
支

企業債
補助金

当年度分損益勘定留保資金等

資本的収支不足額
単年度資金収支

その他収入
収入計

建設改良費
償還金

  可能と判断したため、８４設備の更新完了により目標達成と整理し、「第３次中期経営計
画」では、新たに浄水場や分水施設の水質機器等１５設備の更新を実施。 

・水質基準適合率 
   水道法の水質基準に関する全検査数のうち、適合している割合。 

・給水障害発生件数 
当庁に起因する事故により、住民（受水市町のうち用水供給から給水を受けている住民）への給 

水支障が生じた件数。なお、水質事故や漏水等が発生した場合においても、住民に支障が無 
い場合は給水障害としない。 

・給水原価 
 有収水量１㎥を作るために要する費用 
｛経常費用－(受託工事費＋材料および不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝/有収水量 

 

（４）収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  収益的収支 

  ・ 収益は、平成２７年４月の料金改定および需要量予測などから平成２７年度以降 

は、約８９億～９０億円を見込んでいます。 

  ・ 費用は、水道施設の修繕費や維持管理に係る委託料等で、平成２７年度以降 

は、約８９億円～９０億円を見込んでいます。 

  ・ 純損益は、平成２７年度以降は約３千万円の純利益を見込んでいます。 
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なお、純利益は、原則として全額を減債積立金として利益処分し、企業債の 

償還金に充当する予定です。 

 

②  資本的収支 

  ・ 収入は、南勢水道拡張事業の終了に伴う工事負担金の減少や一般会計からの

出資金が減少することなどにより、平成２７年度以降は、約１３億円～１５億円を

見込んでいます。 

・ 支出は、建設改良事業において、施設の老朽劣化対策および耐震化工事など 

により、平成２７年度以降は、約２７億円～３１億円が必要となります。 

・ 資本的収支の不足額については、損益勘定留保資金などで補填していきます。 

 

③  資金収支 

  ・ 単年度の資金収支は、平成２７年度以降、赤字を見込んでいますが、平成２８

年度末の内部留保資金は約１３５億円を確保します。 

 

（５）長期債務償還計画 

  ・ 企業債残高は、平成２８年度末で約２２３億円となる見込みです。 

  ・ 内部留保資金を活用しながら、新規企業債の発行抑制に努めます。 

 

【長期債務残高】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

発行額 210 -  -  

償還額 3,713 3,633 3,122 

年度末残高 29,037 25,404 22,282 

うち高金利企業債 6,611 5,798 4,950 

年度末残高 -  -  -  

29,037 25,404 22,282 

（注）高金利企業債は年利３．０％以上のものを計上。

合 計

区 分

水資源機構
割賦負担金

企業債

（単位：百万円）
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２ 工業用水道事業 
（１）経営目標  

① 計画的な施設改良の推進 

将来予想される大規模地震に備えるため、耐震性の低い施設の耐震化を引き続

き実施するとともに、耐用年数を経過した制水弁や電気・計装・機械設備の更新な

どを計画的に実施します。 
 

② 技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

民間活力の導入により経営の効率化を図り、将来にわたる「安全・安定」供給を実

現するために、浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委託を、効果を確

認しながら、引き続き、実施していきます。 

 

③ ユーザーとの協働 

ユーザーの理解と協力のもとに経営を進めるため、経営状況や施設改良計画な

どの情報提供を進めます。 

 

④ 未利用水等への対応 

 事業の経営基盤をより強固にし、未売水を減少させるため、県や市町の企業誘 

致部局との情報交換を密にして、新規誘致企業に対する営業活動を展開し、新規 

需要開拓を行います。 

 また、貴重な資源として確保されている未利用水の利用促進に取り組みます。 

 

⑤ 効率的な事業執行 

建設改良および修繕工事等の施工において、常にコストと品質の向上の両面を

重視した取組を行います。 

 

（２）経営目標達成に向けた取組 

① 計画的な施設改良の推進 

 【課題】 

 ＜耐震化＞ 

・ 大規模地震による被害を最小限に抑えるため、重大な被害を及ぼすと思わ 
 れる浄水場・ポンプ所などの主要施設や応急復旧に時間を要する大規模水管 
橋の耐震化を行う必要があります。 

 ＜老朽劣化対策＞ 

・ 工業用水が安定的に供給できる状態を保つため、ポンプ所等における電気・ 

計装・機械設備の老朽劣化対策を進める必要があります。 

・ 経年変化により、老朽劣化した制水弁の更新を行う必要があります。 

 【取組】 

  ＜耐震化＞ 

・ 浄水場等の主要施設については、引き続き、計画的に耐震化工事を実施し 

ます。 
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・ 水管橋については、大口径の水管橋を優先して耐震化工事を実施します。 

＜老朽劣化対策＞ 
・ 電気・計装・機械設備について、個々の設備の耐用年数、劣化状況および 

 交換部品の製造中止などを総合的に判断して更新します。 

・ 管路については、配水運用に重要な制水弁を優先して取替工事を実施しま 

す。 
 

ア 施設区分別事業費             （単位：百万円） 

年度 

施設区分 

Ｈ２３ 

～Ｈ２６
Ｈ２７ Ｈ２８ 

Ｈ２７ 

～Ｈ２８計 

専
用
施
設 

主要施設※１の耐震化 ２，１６９ １，７６５ ４８９ ２，２５４ 

水管橋の耐震化 ２，９２２ ３６１ １８７ ５４８ 

配水運用の強化  ９６６ ３６５ ９２７ １，２９２ 

制水弁の更新 ８３５ １４７ ４２２ ５６９ 

老朽化施設の更新 ３，２３９ ９７６ ９７６ １，９５２ 

その他 ３９４ ３７８ ５４９ ９２７ 

小計 １０，５２５ ３，９９２ ３，５５０ ７，５４２ 

水
源
施
設

木曽川総合用水耐震化 ３６７ １５９ ２００ ３５９ 

君ヶ野ダム設備改良 ０ ０ ０ ０ 

小計 ３６７ １５９ ２００ ３５９ 

合計 １０，８９２ ４，１５１ ３，７５０ ７，９０１ 

※４年間（平成２３年度～平成２６年度）の事業費について、平成２５年度までは 
決算ベースの実績を、平成２６年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込み 
を計上。 

 

イ 事業別事業費               （単位：百万円） 
年度 

事業別 
Ｈ２３ 

～Ｈ２６
Ｈ２７ Ｈ２８ 

Ｈ２７ 
～Ｈ２８計 

専
用
施
設 

北伊勢 ９，６７１ ３，５４７ ２，９３５ ６，４８２ 

多度 ６５ ― ― ― 

中伊勢 ４１８ ３１２ １１２ ４２４ 

松阪 ３７１ １３３ ５０３ ６３６ 

小計 １０，５２５ ３，９９２ ３，５５０ ７，５４２ 

水
源
施
設

木曽川総合用水耐震化 ３６７ １５９ ２００ ３５９ 

君ヶ野ダム設備改良 ０ ０ ０ ０ 

小計 ３６７ １５９ ２００ ３５９ 

合計 １０，８９２ ４，１５１ ３，７５０ ７，９０１ 

※４年間（平成２３年度～平成２６年度）の事業費について、平成２５年度までは 
決算ベースの実績を、平成２６年度は現時点（最終補正予算ベース）の見込み 
を計上。 

 
 
＜参 考＞ 
※１ 主要施設：浄水場、ポンプ所等 



 37

 ② 技術管理業務の包括的な民間委託の推進 

 【課題】 

・ 限られた経営資源のもとで、将来にわたって良質な工業用水を安定して供 
給するためには、民間活力の導入を図り、官民が適正な役割分担のもと一体 
となって取り組むことにより、事業を継続していく必要があります。 

・ 平成２１年度から導入され、平成２４年度に委託範囲を見直した浄水場等へ 
の技術管理業務の包括的な民間委託の運営状況の検証をふまえ、引き続き、 

導入効果を確認しながら包括的な民間委託を継続していく必要があります。 
 

 【取組】 

 ア ２年間の取組内容 

・ 平成２４年度から委託範囲を見直した技術管理業務の包括的な民間委託を 

継続し、「安全・安定」供給を実現していきます。 

   イ 具体的な推進計画 

    ・ 平成２７年度以降も、委託の実施状況などを随時確認しながら、より効果 

的な民間委託となるよう取り組んでいきます。 

 ウ 技術継承の検討 

・ 包括的な民間委託を進めるなか、将来にわたっても職員の技術力の低下 

を招くことがないよう実践に即したＯＪＴや研修等を行うことにより、職員 

の技術継承に取り組みます。 

・ 包括的な民間委託を継続するうえで重要となる委託業務の監督員を養成 

していきます。 

 

③ ユーザーとの協働 

 【課題】 

・ 工業用水道料金は、ユーザーの経営や競争力に影響を与えることから、事 
業の経営状況などを積極的に情報提供するとともに、ユーザーの理解を得て 
事業を運営する必要があります。 

 

 【取組】 

・ 経営状況や今後の改良計画などの情報を提供するため、各ユーザーとの定 
期的な協議の場を設定します。 

・ ユーザーの理解と協力のもとに円滑な事業運営を行うため、ユーザーに対

して水源状況や渇水状況などの必要な情報を、メールマガジンの発行などに

より迅速かつ的確に提供します。 
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④ 未利用水等への対応 

 【課題】 

・ 地域産業の振興、地域経済活性化のため、未利用水・未売水の活用が求め 

られています。 

 【取組】 

 ア 未利用水※１対応 

    ・ 未利用水源である長良川河口堰（５１５，０００㎥／日）については、県勢の 

振興を図るうえで非常に重要なインフラであることから、利用促進に向け 

て県や市町の企業誘致部局と連携して取り組んでいきます。 

    ・ 地域連携部が主催する「未利用水ワーキング」などを通じて、関係部局 

と情報共有を図っていきます。 

 イ 未売水※２対応 

 ・ 新規企業の誘致や工場増設にあたっては、県および市町の企業誘致部局 

  と連携しながら、工業用水の給水の問い合わせなどに対し、迅速かつ的確 

  に対応することで、工業用水の利用促進を図ります。 

    ・ 給水能力に余力のある北伊勢、多度および中伊勢工業用水道事業の給水 

     区域において、配水管路付近で工業用水を使用していない企業に対し、営 

     業活動を行います。 

 

⑤ 効率的な事業執行 

 【課題】 

・ コスト縮減の取組を継続する必要がある一方で、行き過ぎたコスト縮減は 
品質の低下を招くおそれもあり、コストと品質の両面を重視することが必要 
です。 

 

 【取組】 

・ 「事業の計画段階から維持管理まで、投資に対して最も価値の高いサービ 
スを提供する」というコストと品質を重視した総合的なコスト構造の改善を 
推進するため、適切な維持管理により施設の長寿命化に取り組みます。また、 
その取組成果については、毎年、組織内で情報共有し、次年度以降の取組に 
生かしてきます。 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
 ※１ 未利用水 

県が将来の水需要に対応するため、確保している水源のうち、事業化されていないもの。 

 ※２ 未売水 
県が将来の水需要に対応するため、確保している水源のうち、既に事業化しているが受

水者が未確定なもの。 
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（３）今後２年間の取組目標 

   今後２年間に取り組む目標を明確にするため、成果指標を用いた数値目標を設

定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進します。  

【「第３次中期経営計画」の経営目標を達成するための成果指標】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ※（ ）書きは累計値 

〔成果指標の説明〕 

・浄水場等における主要施設の耐震化率 
   企業庁が管理する主要施設６４施設のうち、平成２８年度までに６２施設の耐震化を実施。 

・水管橋の耐震化率 
企業庁が管理する水管橋７４橋のうち、平成２８年度までに７０橋の耐震化を実施。 

・制水弁の更新率 
今後１０年間（平成２７年度～平成３６年度）で更新する制水弁（対象数５９基）のうち、 

平成２８年度までに６基の更新を実施。 

・設備の更新率 
上段：「第２次中期経営計画」期間（平成２３年度～平成２６年度）での更新対象設備（４３設

備）について、延命が可能と判断した設備の更新を「第３次中期経営計画」で引き続
き実施することとし、平成２８年度までに３０設備の更新を実施予定。 

   下段：「第２次中期経営計画」から引き続き更新を行う上記設備とは別に、新たに平成２８年
度までに１４設備の更新を実施。 

経営目標 指 標 

（単位） 

目指すべき状態 Ｈ２６末
（現状値）

Ｈ２７ 

 

Ｈ２８年度 
（目標値） 

①計画的な施設

改良の推進 

浄水場等に

おける主要

施設の耐震

化率（％） 

浄水場等における主要施設の

耐震化が計画的に実施され、

工業用水が安定的に供給でき

る状態であること 

８７．５ ９５．３  ９６．９ 

水管橋の耐

震化率（％） 

水管橋の耐震化が計画的に実

施され、工業用水が安定的に

供給できる状態であること 

９０．５ ９４．６  ９４．６  

制水弁の更

新率（％） 

管路の老朽劣化対策が計画的

に実施され、工業用水が安定

的に供給できる状態であること

－  ５．１  １０．２ 

設備の更新

率（％） 

設備の老朽劣化対策が計画的

に実施され、工業用水が安定

的に供給できる状態であること

４５．６ ６７．４  ６９．８ 

－ １４．３ １００．０ 

②技術管理業務

の包括的な民間

委託の推進 

⑤効率的な事業

執行 

給水障害発

生件数（件） 

工業用水が安全で安定的に供

給されていること 
０ ０ ０ 

給水原価 

（円／㎥） 

コスト削減などにより事業が効

率的に運営されていること 
２４．１ ２５．１ ２５．１ 

年間給水量 

（百万㎥） 

工業用水が安定的に供給され

ていること 
２０５ ２０７ ２０７ 

③ユーザーとの

協働 

④未利用水等へ

の対応 

新規・増量

契約件数

（件／年） 

新規需要に迅速、的確に対応

していること 
５ 

５ 

（５）※ 

５ 

（１０）※ 
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 （単位：百万円）

平成２６年度
（補正後予算）

平成２７年度
（当初予算）

平成２８年度

5,368 5,203 5,201 
6,691 472 472 
1,350 -  -  

13,409 5,674 5,673 
5,147 5,322 5,371 

356 318 281 
7,638 -  -  

13,141 5,640 5,652 
268 34 21 

680 -  -  

105 270 218 
1,153 1,192 1,241 

3 8 -  
1,941 1,470 1,459 
3,307 4,336 3,922 
2,695 2,162 2,154 
6,002 6,498 6,076 

△4,060 △5,028 △4,617 

12,183 11,796 9,070 

268 34 21 
3,406 2,267 2,211 

△4,060 △5,028 △4,617 
△386 △2,727 △2,386 

11,796 9,070 6,684 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。

資
本
的
収
支

企業債

特別利益
収益計

収
益
的
収
支

純利益

特別損失

補助金
出資金
その他収入

収入計
建設改良費
償還金

支出計

資本的収支不足額

区分

営業費用
営業外費用

費用計

営業収益
営業外収益

当年度末内部留保資金
（注）・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み。

資
金
収
支

前年度末内部留保資金
純利益
当年度分損益勘定留保資金等

単年度資金収支
資本的収支不足額

・給水障害発生件数 
当庁に起因する事故により、ユーザーが操業停止などの被害を受けた件数。 
なお、漏水等が発生した場合においても、ユーザーに実害が無い場合は給水障害としない。 

・給水原価 
  有収水量１㎥を作るために要する費用。 

｛経常費用－(受託工事費＋材料および不用品売却原価＋長期前受金戻入)｝/有収水量 

・年間給水量 
１日あたりの基本水量から１日あたりの休止水量を減じて得た水量を１年間分積上げた水量。 

・新規・増量契約件数 
「第２次中期経営計画」と同数値の５件を目標値とします。 

 

（４）収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 収益的収支 

  ・ 収益は、現行料金および需要量予測などから平成２７年度以降は約５７億円を

見込んでいます。 

  ・ 費用は、水源施設に係る負担金や維持管理に係る委託料等で、平成２７年度以

降は、約５６億円～５７億円を見込んでいます。 

  ・ 純損益は、平成２７年度以降は約２千万円～３千万円の純利益を見込んでいま

す。 

なお、純利益は、原則として全額を減債積立金として利益処分し、企業債の 
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 （単位：百万円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

発行額 680 -  -  

償還額 1,904 2,162 2,154 

年度末残高 16,246 14,083 11,929 

うち高金利企業債 2,390 1,939 1,492 

年度末残高 -  -  -  

16,246 14,083 11,929 

（注）高金利企業債は年利３．０％以上のものを計上。

合 計

区 分

水資源機構
割賦負担金

企業債

償還金に充当する予定です。 

 

② 資本的収支 

  ・ 収入は、建設改良事業の財源として国庫補助金が増加しますが、平成２７年度

以降は、水資源機構割賦負担金の繰上償還の財源とする企業債の発行を行わな

いことなどにより、約１５億円を見込んでいます。 

  ・ 支出は、建設改良事業において、北伊勢工業用水道事業で実施する耐震化お

よび老朽劣化対策工事などにより、平成２７年度以降は約３９億円～４３億円が必

要となります。 

  ・ 資本的収支の不足額については、損益勘定留保資金などで補填していきます。 

 

③ 資金収支 

  ・ 単年度の資金収支は、平成２７年度以降、赤字を見込んでいますが、平成 

２８年度末の内部留保資金は約６７億円を確保します。 

 

（５）長期債務償還計画 

  ・ 企業債残高は、平成２８年度末で約１１９億円となる見込みです。 

  ・ 内部留保資金を活用しながら、新規企業債の発行抑制に努めます。 

 
 
【長期債務残高】 
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３ 電気事業 
（１）経営目標 

① 新たな運営主体への移管 

   平成２９年度以降のＲＤＦ焼却・発電事業の県の運営主体については、安全運転 

や安定経営を考慮に入れながら、関係部局と協議を行っていきます。 

② 安全・安定運転の取組 

   焼却・発電施設および貯蔵施設の各運転管理業務受託事業者と企業庁が緊密な 

  連携のもと一体となって発電所の適切な管理運営に努め、「安全・安定」運用を 

行っていきます。 

 ③ 水力発電事業の残務整理の実施 

水力発電事業の民間譲渡に伴い不要となったＰＣＢ廃棄物の処分などの残務に 

ついて、確実に処理を行っていきます。 

 

（２）経営目標達成に向けた取組 

① 新たな運営主体への移管 

  【課題】 

・ 平成２９年度以降のＲＤＦ焼却・発電事業の県の運営主体については、知事 

部局か、企業庁かを決定する必要があります。 

【取組】 

   ・ 平成２９年度以降の運転管理業務委託の発注にも関連することから、事務手 

続き等の準備期間を考慮したうえで、平成２９年度以降の運営主体を決定しま 

す。 

   ・ 施設の安全・安定した運転や、企業庁が運営主体となった場合の地方公営 

    企業法の独立採算の原則を担保するための資金等の確保など、経営の安全・ 

安定の確保に関し、さまざまなリスクも含め検討を行っていきます。 

② 安全・安定運転の取組 

【課題】 

  ・ ＲＤＦ焼却・発電事業では、平成１５年８月の貯蔵槽爆発事故を教訓に、運転 

再開後は安全・安定運転を継続しており、引き続き、確実に行っていく必要 

があります。 

【取組】 

 ア ＲＤＦ製造施設との連携 

・ 市町のＲＤＦ製造施設と緊密な連携のもとに、日常的なＲＤＦの品質管理 
や搬入量の調整により焼却・発電施設および貯蔵施設の安全・安定運用を 
行います。 

 イ 関係部局との連携 

・ 廃棄物処理政策を所管する環境生活部等との緊密な連携のもとに、ＲＤ 

Ｆの適正な貯蔵管理や品質管理に努めます。また、県全体として安全・安定 
運転に取り組むため、「ごみ固形燃料発電所安全運転調整会議」※１において 
ＲＤＦ焼却・発電事業に関わる関係部局間の情報共有や連絡調整などを行い 
ます。 
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 ウ 運転管理業務受託事業者、学識経験者等との連携 

・ ＲＤＦ焼却・発電施設、ＲＤＦ貯蔵施設それぞれの運転管理業務受託事業者 
     との情報共有や各受託者間の連絡調整を適切に行うことにより、施設全体 

の安全で安定した運営に努めます。また、施設の管理運営の状況や課題な 
どについては、学識経験者、関係市町の住民や職員などで構成する「三重 
ごみ固形燃料発電所安全管理会議」※２、「同技術部会」に報告し、同会議で 
の意見をふまえて適切に取り組みます。 

エ 地域との連携と情報共有 

・ 発電所の運転状況や点検結果、トラブルへの対応と再発防止対策など、 
 施設の運営状況について、定期的に「三重ごみ固形燃料発電所安全管理会 
議」や「地域連絡会議」において報告し、地域住民や自治会の代表の方な 
どからの意見を施設運営などに反映します。また、発電所だよりやホーム 
ページ等により情報を提供することにより、情報共有や地域と連携した施 
設の運営を行います。 

③ 水力発電事業の残務整理の実施 

  【課題】 

・ 不要となったＰＣＢ廃棄物は、事業者（企業庁）が確実に保管又は処分する 

必要があります。 

・ 国庫補助事業により建設等を行った発電所は、譲渡に伴い国庫補助金の返 

 還が必要となるものがあります。 

  ・ 譲渡対象外となった資産や土地については、処分を行っていく必要があり 

   ます。 

  【取組】 

・ 処分可能となったＰＣＢ廃棄物の処理を行います。 

   ・ 国や関係機関と協議を行い、国庫補助金の返還手続きを行います。 

・ 三瀬谷発電管理事務所の閉鎖に伴い、平成２６年度の決算や各種報告書な 
どの事務処理を行います。 

・ 企業債の償還や市町村交付金の交付を的確に行います。 

・ 譲渡対象外資産について、売却、関係市町等への譲渡、他事業での活用等 

を行っていきます。 

 

 

 

＜参 考＞ 

※１ ごみ固形燃料発電所安全運転調整会議 
県関係部局が、発電所の運転状況などについて情報共有・緊密な連携を確保することに

より、発電所の安全かつ安定的な運転に資することを目的として平成１９年に設置。 

※２ 三重ごみ固形燃料発電所安全管理会議 
発電所の安全確保および環境保全に資するため、ＲＤＦの適正な管理、発電所の運転・維

持管理などに関することについて調査、検討し、企業庁長に必要な意見を述べることを目
的として平成１６年に設置。 
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（３）今後２年間の取組目標 

今後２年間に取り組む目標を明確にするため、成果指標を用いた数値目標を設 

定し、毎年度、進捗管理を行うことにより、着実に計画を推進します。 
 

【「第３次中期経営計画」の経営目標を達成するための成果指標】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔成果指標の説明〕 
 ・ ＲＤＦ外部処理委託量 

県内で製造されたＲＤＦを発電所で焼却せず、外部処理した量。 
※ただし、タービン定期事業者検査に起因した外部処理量を除く。 

・ ＲＤＦ１ｔあたりの発電量 
    ＲＤＦ１ｔ焼却あたりの発電量。（発電電力量／ＲＤＦ処理量） 

   故障停止を少なくするなど、効率的な維持管理、発電運用などを行うことで達成される 
指標。過去５年間の実績をもとに算出。 

・ 電気事故件数 
   電気関係報告規則第３条第１項に規定する事故。（死傷事故、火災事故、破損事故など） 

・ 発電所ボイラーの清掃自主点検回数 
    法定点検と別に、安全・安定稼働を行うために、発電所の２缶のボイラーに対して実施 
   する清掃のための自主点検。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営目標 
指 標 

（単位） 
目指すべき状態 

Ｈ２６末 
（現状値） 

Ｈ２７ 

 
Ｈ２８ 

（目標値） 

②安全・安定 

運転 

Ｒ Ｄ Ｆ 外 部

処理委託量

（ｔ） 

発電所が安定稼動されてい

ること 
０ ０ ０ 

ＲＤＦ１ｔあた

りの発電量 

（ｋＷｈ／ｔ） 

電力が安全・安定供給されて

いること（廃棄物エネルギー

の有効活用） 
１，３４１ １，３１０ １，３１０ 

電気事故件

数（件） 

発電所の安全運転が確保さ

れていること 
０ ０ ０ 

発電所ボイ

ラーの清掃

自主点検回

数（回／年） 

異常を早期に発見すること

で、発電所ボイラーの安定稼

働が確保されていること 
６ ６ ６ 
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（単位：百万円）

平成２６年度
（補正後予算）

平成２７年度
（当初予算）

平成２８年度

1,413 1,138 1,165 
1,308 

375 337 54 
195 404 -  

3,291 1,879 1,219 
1,724 1,728 1,421 
1,102 

57 17 1 
900 67 -  

3,783 1,812 1,422 
△492 67 △203 

2,733 2,666 2,869 

-  -  -  

-  -  -  
-  -  -  

2,804 7,364 -  
2,804 7,364 -  

145 1 -  
1,027 1,455 -  

その他支出 -  400 -  
1,172 1,856 -  
1,632 5,508 -  

2,771 4,626 9,199 

△492 67 △203 
715 △1,002 124 

1,632 5,508 -  
1,855 4,573 △79 
4,626 9,199 9,120 

・四捨五入のため合計が合わない場合があります。

 

純利益
当年度分損益勘定留保資金等

（注）・収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み。

資
金
収
支

前年度末内部留保資金

・RDF焼却・発電事業に係る附帯事業収益及び附帯事業費用は、平成27年度からそれぞれ
営業収益及び営業費用に移行します。

区 分

営業費用

営業外費用

費用計

営業収益
附帯事業収益

特別利益

附帯事業費用

収益計

単年度資金収支
当年度末内部留保資金

企業債

資本的収支不足額

営業外収益

当年度末未処理欠損金

資本的収支不足額

長期貸付金償還金

建設改良費

支出計

資
本
的
収
支

補助金

収入計

収
益
的
収
支

純利益

特別損失

その他収入

償還金

（４）収支計画 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 収益的収支 

  ・ 収益は、ＲＤＦ焼却・発電事業にかかる売電単価見込みと各製造施設のＲＤＦ

製造量予測により、電力料およびＲＤＦ処理受託料等で、約１２億円～１９億円を

見込んでいます。 

  ・ 費用は、水力発電所の譲渡により平成２７年度以降は、ＲＤＦ焼却・発電事業

を運営するための費用と水力発電の残務整理に係る費用が計上され、約１４億円

～１８億円を見込んでいます。 

  ・ 純損益は、水力発電事業の残務整理を含めた電気事業全体で、平成２７年度は

約７千万円の純利益、平成２８年度は約２億円の純損失をそれぞれ見込んでいま

す。 

なお、ＲＤＦ焼却・発電事業については、平成２７年度は約５千万円の純利益を 

見込んでいますが、平成２８年度は施設管理運営委託料が年度割で約２億円増と 

なることから約５千万円の純損失を見込んでいます。 
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①  資本的収支 

  ・ 収入は、水力発電所の段階的譲渡に伴う固定資産売却代金などで、平成２７

年度は約７４億円を見込んでいます。 

  ・ 支出は、償還金として、水力発電所の譲渡に伴う企業債の繰上償還や国庫補

助金返還金などにより、平成２７年度は約１５億円を見込んでいます。 

 

②  資金収支 

  ・ 資金収支については、水力発電所の固定資産売却代金により平成２７年度は単

年度黒字となり、平成２８年度末の内部留保資金は約９１億円となる見込みです。 

 

（５）長期債務償還計画 

・ ＲＤＦ焼却・発電事業に係る企業債については、定期償還により平成２７年度に

完済する見込みであり、引き続き、新規企業債の発行抑制に努めます。 
・ 水力発電事業に係る企業債については、譲渡が完了した発電所に充当してい

た企業債を順次繰上償還することにより、平成２７年度に完済する見込みです。 

 

 

 

 

 （参考: RDF焼却・発電事業）  （単位：百万円）

平成２６年度
（補正後予算）

平成２７年度
（当初予算）

平成２８年度

1,138 1,165 
1,308 

42 42 44 
195 -  -  

1,545 1,180 1,209 
6 1,125 1,258 

1,102 
-  1 1 
64 -  -  

1,172 1,126 1,259 
373 54 △50 

営業外費用

純利益

特別損失

営業外収益

附帯事業費用

附帯事業収益
営業収益

営業費用

区 分

収
益
的
収
支

特別利益
収益計

費用計

 （参考: 水力発電事業および残務整理） （単位：百万円）

平成２６年度
（補正後予算）

平成２７年度
（当初予算）

平成２８年度

1,413 

333 295 10 
-  404 -  

1,746 699 10 
1,716 603 163 

57 16 -  
836 67 -  

2,610 686 163 
△865 13 △153 

収益計
収
益
的
収
支

営業収益
営業外収益
特別利益

営業外費用
特別損失

費用計
純利益

区 分

営業費用
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（単位：百万円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

発行額 -  -  -  

償還額 945 857 -  

年度末残高 857 -  -  

うち高金利企業債 709 -  -  

（注）高金利企業債は年利３．０％以上のものを計上。

（参考：ＲＤＦ焼却・発電事業） （単位：百万円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

発行額 -  -  -  

償還額 4 4 -  

年度末残高 4 -  -  

うち高金利企業債 -  -  -  

（単位：百万円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

発行額 -  -  -  

償還額 941 853 -  

年度末残高 853 -  -  

うち高金利企業債 709 -  -  

企業債

企業債

企業債

区 分

区 分

区 分
（参考：水力発電事業および残務整理）

【長期債務残高】 
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第６章 環境への配慮と地域貢献活動の取組 
 

「企業の社会的責任（ＣＳＲ＝Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）」を果たすため、

事業経営に影響を及ぼさない範囲で経済性も考慮しつつ、環境に配慮した事業活動

や地域貢献活動に積極的に取り組みます。 
 

１ 環境に配慮した事業活動の取組 

（１）「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」の取組 

「みえ成果向上サイクル（スマートサイクル）」の中で、庁内全所属が環境マネ 

ジメントを運用していくことで、これまでの成果を維持しながら継続的に環境負 

荷低減に取り組みます。 

 

（２）企業庁における地球温暖化対策の取組 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、省エネルギーのための管 

理基準や目標を定めるとともに、目標達成に向けた中長期計画を策定し、省エネ 

ルギーに取り組むことで、温室効果ガスの削減に努めていきます。また、「三重 

県新エネルギービジョン」に基づき、再生可能エネルギーの導入を推進していき 

ます。 

 

① 新エネルギー発電設備の維持管理 

新エネルギーである既設の太陽光発電設備および小水力発電設備について、適

切な維持管理を行い、効率的な運用を図ることで有効活用していきます。 

 

② 省エネ機器への転換 

  耐用年数を迎えた機器を更新する際に併せて、省エネ機器への転換を図ってい

きます。 

 

③ 物品の購入について 

  物品の購入などについて、「みえ・グリーン購入基本方針」に基づく製品の優先

購入・使用に努めます。 

 

④ 低公害車の導入 

  新規・更新購入の公用車は、県で定める「三重県低公害車等技術指針」に基づき、

用途に応じた低公害車を導入します。 
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２ 施設開放等による地域貢献活動の取組 
（１）スポーツ・レクリエーション施設としての開放 

 事業の運営に支障が生じない範囲で、引き続き、伊坂ダムや山村ダムの周辺施

設を地域住民に憩いの場として開放します。 

 
（２）震災時における施設の提供 

  震災等の災害発生時、必要に応じて各浄水場等を給水拠点として提供します。 
 
（３）地域との交流 

 浄水場等の施設見学の受け入れや「出前トーク」の実施などにより、学校教育

や社会教育の場を提供するとともに、地域のイベント等への協賛などにより、地

域との交流を図ります。 
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第７章 経営基盤強化の取組 
 

１ 柔軟で効率的な組織体制の整備 

（１）基本的な考え方 

・ 企業庁を取り巻く社会環境の変化に的確に対応し、水道用水等の「安全・安定」 

供給の継続と非常時の危機管理に配慮しながら、最少の人員で最大の効果を得 

られるよう組織体制を整備していきます。 

 

（２）取組内容  

① 組織の見直し 

・ 効率的、効果的な組織となるよう課題を検証し、必要に応じて柔軟に見直し 

を行います。 

また、ＲＤＦ焼却・発電事業やその他企業庁の実施する事業の状況等へ的確 

に対応するため、所要の見直しを行います。  

 ② 定員管理 

・ 業務の変化に適切に対応し、業務量に応じた適正な定員管理を行うことで、 

総人件費を抑制し、企業庁の健全な経営を実現するよう取り組みます。 

    具体的には、徹底した業務の見直しや事務の効率化等による定数の削減を行 

   うとともに、老朽劣化対策など計画的な施設改良の推進、その他業務執行上の 

諸課題の解決等に必要な職員を柔軟に配置することにより、適正な人員の配置 

を行います。 

 

２ 技術継承と人材育成 

（１）基本的な考え方 

① 新たなステージにおける技術力 

・ これからの企業庁職員には、包括的な民間委託における受託事業者に対する 

技術指導、業務管理、緊急時対応などの技術管理業務の指導監督能力が必要で 

す。 

・ 包括的な民間委託の導入や経験豊富な職員の退職に伴い、特に緊急時の対応 

や大規模な施設改良に関する技術の継承が必要です。 

・ 今後は、少数精鋭の組織体制による事業運営へシフトしていく方向になるこ 

とから、職員には職種を問わず、業務全般についての知識や技術が必要です。 

② 経営に必要とされる能力 

・ 施設整備計画や財政計画の策定、料金設定などの経営の根幹に関わる業務に 

 おいては、財務内容や関係諸法令、施設全体の状況などの幅広い知識や技術が 

必要であり、これらの知識や技術をベースに、現状の課題を正確に把握し、そ 

の課題を解決したうえで、将来を見通した計画立案などの事業運営全般をマネ 

ジメントできる能力が必要です。 
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（２）具体的な取組 

① 新たなステージにおける技術力向上の取組 

ア 技術力向上、技術継承に向けた取組 

・ 職務遂行上必要な能力の向上を確実に行うため、業務に必要な知識や技術 

力をＩＳＯ９００１において明確に定めたうえで、ＯＪＴや計画的な研修を実施しま 

す。 

・ 緊急時対応能力向上のため、受託事業者と緊急時対応等の実践的な訓練を 

定期的に実施します。 

・ 新規採用職員の計画的な技術力向上および、幅広い業務経験による新たな 

 能力の開発を図るため、採用後１０年以内に経験すべき業務を明確化し、これ 

 らをふまえた適正な職員配置を行います。 

・ 業務上必要な知識・技術の習得や能力向上を図るため、対象職員のレベル 

や必須研修などを明確にした研修計画を作成のうえ、研修を実施します。 

・ 技術指導能力と幅広い視野やコミュニケーション能力の向上を図るため、 

国際協力機構（ＪＩＣＡ）等が実施する研修事業への職員の講師派遣等、国際 

貢献を活用した人材育成を行います。 

・ 技術管理業務の包括的な委託の導入など民間委託の拡大に伴い、職員が業 

務において経験を積む機会が減少していることから、技術力の維持・向上の 

ための業務に沿った専門研修やＯＪＴを実施します。 

・ 緊急時等における判断能力や現場監督能力などの実務能力の向上のため、 

より高い技術力を有している職員のＯＪＴによる養成を行います。 

・ 指導監督業務の維持・向上と確実な技術継承のため、ベテラン職員が保有 

するノウハウを共有化するとともに、必要なノウハウをマニュアルとして整 

備します。 

イ 資格取得支援 

・ 電気主任技術者などの業務運営上必要な資格・免許の保有者を確保するた 

め、職員が資格・免許を取得するために要した経費を助成します。 

② 経営に必要とされる能力の育成・開発 

・ 職種を問わず企業庁の業務全般についての知識や技術が習得できるよう、技 

術系職員を対象とした公営企業会計研修などの研修メニューを充実させます。 

・ 事業所と本庁間や知事部局との定期的な人事交流などにより、幅広い業務を 

 経験させます。 

 

３ 危機管理体制強化の取組 

   漏水事故、水質汚染、大規模地震などの非常時において、迅速で的確な対応がと

れるよう、危機管理の強化に取り組みます。 

（１）適切な危機管理および計画的な施設整備 

「防災危機管理推進計画」に基づき、非常時における適切な危機管理を行うと

ともに、大規模地震などに対応できる計画的な施設整備を推進します。 
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（２）ＩＳＯ９００１による危機管理の推進 

ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム※１を活用して、現場の業務に応じた作業

手順や危機管理手順などをマニュアルに定め、継続的な改善を行うことにより、

状況に応じた迅速・的確な危機管理対応ができる体制を整えます。 

（３）危機管理マニュアルによる研修・訓練の実施と検証 

危機管理マニュアルによる研修や訓練を各所属において毎年度実施し、職員の

危機管理意識や能力の向上を図るとともに、結果の検証を行い、マニュアルの実

効性を高めます。 

（４）緊急時における初動体制の充実・強化 

 企業庁独自の職員連絡網や職員非常参集体制を整備し、夜間休日等の災害や危

機発生時などにおける迅速な初動体制を確保します。 

（５）ＯＢボランティアとの連携による応急対策の推進等 

「大規模震災時における水道業務経験者協力制度」に基づく水道業務経験者（団

体名「みえ水道ボランティア」）の支援協力による訓練を毎年度実施し、応急対策

活動の効率的な推進を図ります。 

（６）市町等と連携した訓練の実施 

水道災害時に県内の全市町等が行う応援活動を定めた「三重県水道災害広域応

援協定」により、他の市町等への応援活動を迅速かつ円滑に行うため、市町等と

連携した訓練を定期的に実施します。 

（７）業界団体と連携した訓練等の実施 

「地震・津波・風水害等の災害発生時における基本協定」※２に基づき、水道や工業

用水道の施設に災害が発生した際に、企業庁と（一社）三重県建設業協会および

（一社）三重県測量設計業協会が協力して連絡調整を図り、速やかに災害復旧工事

などの活動に対応できるよう毎年度訓練を実施します。 

 

４ ＩＳＯ９００１による品質向上への取組 

（１）ＩＳＯ９００１を活用した業務の継続的改善 

経営品質向上活動の一環としてＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムを活用し、

「顧客満足の向上」、「品質管理の徹底と業務の継続的改善」、「業務の透明性の確

保」を推進します。 

 

 

 

 

 
＜参 考＞ 
※１ ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステム 

    品質マネジメントシステムに関する国際規格。品質方針・品質目標を設定し、その目標
を達成するためＰＤＣＡのマネジメントサイクルにより維持管理・改善していく仕組みの規
格。 

 ※２ 地震・津波・風水害等の災害発生時における基本協定 
企業庁と（一社）三重県建設業協会および（一社）三重県測量設計業協会が、災害発生時の

調査・応急復旧工事の実施に係る基本的な事項に関し締結する協定。 
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【ＩＳＯ９００１品質マネジメントシステムの実施計画】 

取組項目 実施計画 取組内容 

マネジメントレビュー ２回／年 品質保証委員会における業務改善などに関するレビ

ュー 

是正処置、予防処置 随時 業務の不具合の再発防止、未然防止 

内部品質監査 １回以上／年 職員による監査 

外部審査 １回／年 第三者機関による審査 

 ・維持審査 

 ・更新審査 

 

（２）業務に必要な力量の確保 

職員が業務に必要な力量を確保するため、各所属の業務に必要な力量を文書化

し、計画的な教育・訓練の実施と効果の確認により必要な力量の維持・向上を図り

ます。 

 

５ 広報活動方針 

  経営の透明性を高め、県民やユーザーの安心感や信頼感を醸成していくため、企

業庁の事業の内容や経営に関する情報をわかりやすく提供します。 

 

（１）目的を明確にした広報活動の展開 

① 安心感や信頼感を醸成する情報提供 ～サービスの中身を知ってもらう～ 

企業庁に対する安心感や信頼感を醸成するため、施設の運転管理状況や水質管

理情報等の「安全・安定」供給に関する情報を幅広く的確に提供します。 

 

 

 

 ② 公営企業の説明責任への的確な対応 ～経営について理解してもらう～ 

公営企業として説明責任を果たすため、経営方針や各種計画、財務・会計の状

況など企業庁の経営に関するさまざまな情報をわかりやすく提供します。 

 

 

 

③ 社会的責任（ＣＳＲ）としての情報発信 ～環境について考えてもらう～ 

公営企業として社会的責任を果たすため、水と電気の供給の仕組みや水資源の

有効利用等を情報発信することで環境について学ぶ機会を提供します。 

  

（主な取組） 長期経営ビジョンや中期経営計画等の取組状況に関する情報提供、 

「出前トーク」の実施、ユーザー説明会の開催、県議会への情報提供など 

（主な取組） ホームページや浄水場等の施設の公開による情報の発信、報道機関やユ

ーザーへの迅速かつ的確な情報提供、「地域便り」の定期的な発行など 

（主な取組） 浄水場等の施設の公開、地域のイベントでの啓発活動など 
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７ 適正な資産管理の取組 
（１）資金運用 

   「三重県企業庁資金運用方針」に沿って、資金の確実かつ効率的な運用に努めま

す。 

 

（２）未利用資産の処分、活用 

① 電気事業の民間譲渡に際して譲渡対象外となった資産や土地については、売却、

関係市町への譲渡あるいは他事業での活用等を行っていきます。 

② その他の未利用資産については、売却処分が可能なものは順次売却を行い、売

却が困難なものは、関係市町等への譲渡や事業用地として有効利用するなど、未

利用資産の解消に努めます。 

 

（３）未事業化資産の取り扱い 

① 長良川河口堰水源等、未事業化資産の取り扱いと、その処理方針について検討

を進めます。 

② 長良川河口堰水源については、新規のユーザー獲得が困難な状況で長期にわた

って建設仮勘定に計上されているため、今後、この取り扱いについて関係機関と

十分な調整を行います。 
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第８章 計画達成状況の公表・評価方法 
 

１ 成果指標の実績把握と公表 

① 「第３次中期経営計画」で設定した成果指標について、毎年度、実績把握を行い、 

計画の進捗状況を検証します。 

② 計画内容については、進捗状況の検証結果や経営環境の変化に柔軟に対応する 

ため、必要に応じ見直しを行います。 

③ 計画の進捗状況については、毎年度、ホームページなどにより公表します。 

 

 

２ ユーザー、有識者など外部からの意見聴取 
「長期経営ビジョン」や「第３次中期経営計画」の着実な推進のため、ユーザー、 

有識者などから、定期的に事業の実施状況や経営状況についての幅広い意見を聴取 

し、事業運営に生かしていきます。 
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１ 「長期経営ビジョン」における「経営方針」と「経営目標」 
（１）経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県民一人ひとりが実感できる質の高いサービスを提供します。 

② 経営改善を着実に進め、「最適主体による最適サービス」の視点による簡素

で効率的な事業運営を行います。 

③ 市町・民間事業者・ユーザーとのパートナーシップにより、県全体の「安全・

安定」供給に貢献します。 

④ 計画的な施設改良により事業の持続性・安定性を向上します。 

⑤ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を自覚し、環境や地域への積極的貢献を行いま

す。 

⑥ 技術継承により新たなステージで技術力を総合的に発揮できる人材を育 

成します。 

①水道用水供給事業  

・ それぞれの地域の特性に応じた形態により、市町や民間事業者と協働し、

「水源から家庭の蛇口まで」の「安全・安心・安定」供給に取り組みます。 

・ 時代の変化に即応した経営改善を推進し、効率的な事業運営のもと、ニー

ズに即したサービスを提供します。  

〔数値目標：安全・安定給水の障害発生件数 ０件〕 

②工業用水道事業  

・ 県内の事業者に対し良質な工業用水を安定的に供給し、地域の経済・産業

の活性化に貢献します。 

・ 時代の変化に即応した経営改善を推進し、企業ニーズに応じた効率的な事

業運営を行うとともに、新規需要に迅速・的確に対応します。 

          〔数値目標：安全・安定給水の障害発生件数 ０件〕 

③電気事業  

・ 水力発電事業の役割である再生可能な純国産のクリーンエネルギーの供給

や地域貢献の取組を将来にわたって持続可能なものとするため、民間事業者

への譲渡を円滑に進めます。 

 

  数値目標：①平成２１年度末までの民間譲渡 

②運営期間中の安全・安定供給 

年間溢水電力量６，０００千ＫＷｈ、ＲＤＦ外部処理委託量 ０ｔ 





 63

３ 企業庁の主な個別計画 
 

 計画名 策定年月日 計画期間 目的（概要） 

１ 「三重県企業庁

施設改良計画」

平成１９年１１月 １０年間 大規模地震に備えるための耐震

化、耐用年数を経過した施設の老

朽劣化対策などの施設改良を計

画的・重点的に実施するために定

める 

２ 「三重県企業庁

防災危機管理推

進計画」 

平成１８年３月 

（平成１９年１２月 

 平成２４年３月 

 平成２６年３月 

一部改定） 

３年間 

（１０年間）

災害・事故などの対策、事業別の

耐震化計画や安全対策など、企業

庁の防災や危機管理に係る取組

方針を定める 

３ 「三重県企業庁

人材育成方針」

平成１９年１１月 － 企業庁の求める人材像や職員に

必要な職務能力を明らかにする

とともに、能力開発と技術継承の

方法など人材育成の仕組みや体

制について定める 

４ 「三重県企業庁

広報活動方針」

平成１９年３月 

（平成２３年３月 

 平成２７年３月 

改定） 

－ 県民の安心感や信頼を醸成する

とともに、経営の透明性を高める

ため、企業庁の広報活動の目標や

取組方向を定める 

５ 「三重県企業庁

財務運営方針」

平成１９年１１月 

(平成２６年４月 

一部改定） 

－ 計画的・効率的な事業運営を行う

ため、財務運営の基本方針を明確

に定める 

６ 「三重県企業庁

資金運用方針」

平成１７年３月 － 企業庁の資金の確実かつ効率的

な運用を図るため、その運用およ

び管理に係る基本方針を定める 
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４ 平成２５年度における各事業の決算状況 
 

（１）水道用水供給事業 

①比較損益計算書（Ｈ２５．４．１～Ｈ２６．３．３１）       （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

営 業 収 益 ９，４３６ ９，４５０ １００．１ 

営 業 費 用 ７，０９５ ７，２８２ １０２．６ 

営 業 利 益 ２，３４１ ２，１６８ ９２．６ 

営 業 外 収 益 ２７１ ２３３ ８６．０ 

営 業 外 費 用 １，１４０ ９７２ ８５．３ 

経 常 利 益 １，４７２ １，４２９ ９７．１ 

当 年 度 純 利 益 １，４７２ １，４２９ ９７．１ 

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 

（ △は 前 年度 繰 越欠 損金 ） 
△１，４９９ △２７ － 

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 

（△は当年度未処理欠損金） 
△２７ １，４０２ － 

 
②比較貸借対照表（Ｈ２６．３．３１）               （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

固 定 資 産 １５１，４１４ １４９，５６７ ９８．８ 

流 動 資 産 １５，１６９ １６，４９２ １０８．７ 

資 産 合 計 １６６，５８３ １６６，０５９ ９９．７ 

固 定 負 債 ６，６７９ ６，３４５ ９５．０ 

流 動 負 債 ７６９ １，０４９ １３６．４ 

負 債 合 計 ７，４４８ ７，３９４ ９９．３ 

資 本 金 １１４，５３７ １１２，６９９ ９８．４ 

 自 己 資 本 金 ７８，９０８ ８０，１５９ １０１．６ 

 借 入 資 本 金 ３５，６２９ ３２，５４０ ９１．３ 

剰 余 金 ４４，５９８ ４５，９６６ １０３．１ 

資 本 合 計 １５９，１３５ １５８，６６５ ９９．７ 

負 債 ・ 資 本 合 計 １６６，５８３ １６６，０５９ ９９．７ 

 

（２）工業用水道事業 
①比較損益計算書（Ｈ２５．４．１～Ｈ２６．３．３１）       （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

営 業 収 益 ５，９４９ ５，６０１ ９４．２ 

営 業 費 用 ４，４６８ ４，５３０ １０１．４ 

営 業 利 益 １，４８１ １，０７１ ７２．３ 

営 業 外 収 益 ２７ ２５ ９２．６ 

営 業 外 費 用 ４３３ ３９３ ９０．８ 

経 常 利 益 １，０７５ ７０３ ６５．４ 

特 別 損 失 １８ ０ 皆減 

当 年 度 純 利 益 １，０５７ ７０３ ６６．５ 

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 

（△は前年度繰越欠損金） 
６ ０ 皆減 

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 

（△は当年度未処理欠損金） 
１，０６３ ７０３ ６６．１ 

（注）平成 25 年度前年度繰越利益剰余金は、平成 24 年度未処分利益剰余金 

1,063 百万円を減債積立金に積み立てたので、0円になっています。 
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②比較貸借対照表（Ｈ２６．３．３１）               （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

固 定 資 産 １２１，２７２ １２１，７３０ １００．４ 

流 動 資 産 １３，１０４ １３，０８７ ９９．９ 

資 産 合 計 １３４，３７６ １３４，８１７ １００．３ 

固 定 負 債 ６，７４８ ６，６４０ ９８．４ 

流 動 負 債 ６５８ ８２５ １２５．４ 

負 債 合 計 ７，４０６ ７，４６５ １００．８ 

資 本 金 ８４，７２７ ８５，０４１ １００．４ 

 自 己 資 本 金 ６５，３６１ ６７，５７２ １０３．４ 

 借 入 資 本 金 １９，３６６ １７，４６９ ９０．２ 

剰 余 金 ４２，２４３ ４２，３１１ １００．２ 

資 本 合 計 １２６，９７０ １２７，３５２ １００．３ 

負 債 ・ 資 本 合 計 １３４，３７６ １３４，８１７ １００．３ 

 

（３）電気事業 
①比較損益計算書（Ｈ２５．４．１～Ｈ２６．３．３１）       （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

営 業 収 益 ２，７０３ ２，５８８ ９５．７ 

営 業 費 用 ２，４７２ ２，４０８ ９７．４ 

営 業 利 益 ２３１ １８０ ７７．９ 

附 帯 事 業 収 益 ９８９ １，３５５ １３７．０ 

営 業 外 収 益 ４０ １０ ２５．０ 

附 帯 事 業 費 用 ９７４ １，２１２ １２４．４ 

営 業 外 費 用 １２９ １００ ７７．５ 

経 常 利 益 １５７ ２３３ １４８．４ 

当 年 度 純 利 益 １５７ ２３３ １４８．４ 

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 

（△は前年度繰越欠損金） 
△２，６３１ △２，４７４ － 

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 

（△は当年度未処理欠損金） 
△２，４７４ △２，２４１ － 

 

②比較貸借対照表（Ｈ２６．３．３１）               （単位：百万円、％） 

科  目 平成２４年度 平成２５年度 対前年度比率 

固 定 資 産 １４，３６０ １２，９３３ ９０．１ 

流 動 資 産 ２，８５８ ３，４５５ １２０．９ 

資 産 合 計 １７，２１８ １６，３８８ ９５．２ 

固 定 負 債 ５６８ ２９６ ５２．１ 

流 動 負 債 ４８２ ６８４ １４１．９ 

負 債 合 計 １，０５０ ９８０ ９３．３ 

資 本 金 １５，４９６ １４，７１７ ９５．０ 

 自 己 資 本 金 １２，９６４ １２，９６４ １００．０ 

 借 入 資 本 金 ２，５３２ １，７５３ ６９．２ 

剰 余 金 ６７２ ６９１ １０２．８ 

資 本 合 計 １６，１６８ １５，４０８ ９５．３ 

負 債 ・ 資 本 合 計 １７，２１８ １６，３８８ ９５．２ 
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５ 事業別の需要予測 

 
（１） 水道用水供給事業 

  南勢志摩水道用水供給事業において、平成２７年４月から大台町に向けて１，７００

㎥/日の給水を開始しますが、水道事業全体としては人口減少等による使用水量

の減少から、年間の給水量は今後２年間で約３４０万㎥程度減少すると見込んでい

ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   事業・水系別需要予測            （単位：千㎥） 

年度 

事業･水系別 
Ｈ２６※ Ｈ２７ Ｈ２８ 

北
中
勢 

北勢系 

木曽川 １２，５９６ １２，４０５ １２，２７０ 

三重用水 １２，３３３ １２，１９９ １２，０６６ 

北勢長良 ３，３４３ ３，３１２ ３，２７６ 

中勢系 
雲出川 １３，１４４ １３，２５２ １３，１０８ 

中勢長良 １０，７３１ １０，８１９ １０，７０１ 

南勢志摩 ２３，１０９ ２０，５７７ ２０，３６２ 

計 ７５，２５６ ７２，５６４ ７１，７８３ 

※ 平成２６年度の給水量については、現時点（最終補正予算ベース）の見込を計上 

 

 
 

 

 

 

 

 







 69

６ 各事業の料金 
（１）水道料金 

① 料金体系 基本料金および使用料金からなる２部料金制 

② 算定期間 ５年（原則） 前回は、平成２２年４月 

（北勢系長良川水系は平成２３年４月） 

③ 算定方法 

・基本料金（円／㎥・月） 

算定期間中の起債などの支払利息や減価償却費など施設整備に要した資本

費を基本水量で除して算出 

・使用料金（円／㎥） 

算定期間中の人件費・動力費・薬品費などの営業費用（維持管理費）を使用

水量で除して算出 

④料金の推移                     （単位：円／㎥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）工業用水道料金 

① 料金体系 基本料金および使用料金からなる２部料金制 

② 算定期間 ３年  前回は、平成２５年４月 

③ 算定方法 

・基本料金（円／㎥） 

算定期間中の固定的経費（起債などの支払利息や減価償却費など施設整備に

要した資本費や人件費等）を契約水量で除して算出 

・使用料金（円／㎥） 

算定期間中の変動的経費（動力費や薬品費などの営業費用）を使用水量で除

して算出 

平成21年度 平成22年度 平成23～26年度 平成27～28年度

基本料金 680 670 670 700

使用料金 39 39 39 39

基本料金 3,300 2,930 2,930 1,710

使用料金 39 39 39 39

基本料金
(3,130)※1

1,400
(3,130)

1,400
(2,750)

2,560
(2,490)

2,300

使用料金 39 39 39 39

基本料金 470 1,000 1,000 980

使用料金 39 39 39 39

基本料金 2,030 1,000 1,000 980

使用料金 39 39 39 39

基本料金 1,290 1,070 1,070 780

使用料金 39 39 39 39

事業別

※1北勢系長良川水系の( )内は、亀山市の区域に係るもの

※基本料金の単位：基本水量㎥あたり月額
 使用料金の単位：使用水量㎥あたり

   その他：全水系において180円の超過料金(単位は超過使用水量㎥あたり)を設定している。

北中勢

南勢志摩

中勢系

北勢系

木曽川
用水系

三重用水系

長良川水系

雲出川水系

長良川水系
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④料金の推移                        （単位：円／㎥） 

 

 
 

年度

事業別

16.5 17.0 17.0 17.0 15.5 14.5

3.4 3.5 3.5 3.0 3.5 4.0

39.8 41.0 41.0 40.0 38.0 37.0

45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

20.7 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3

1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

45.0 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4

12.5 12.9 14.9 14.9 14.9 14.9

1.5 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1

28.0 29.0 32.0 32.0 32.0 32.0

（注）平成2年度より料金体系の変更を行った。

超過料金

基本料金

使用料金

超過料金

基本料金

使用料金

平成22年1月

 ～24年度
平成2～4年度 平成5～11年度 平成12～17年度 平成18～21年度

北伊勢
工業用
水道

多度工業
用水道

中伊勢
工業用
水道

松阪工業
用水道

平成25～27年度

基本料金

使用料金

超過料金

超過料金

基本料金
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７ 「第３次中期経営計画」期間中の主な耐震化対象施設 

 

（１）水道用水供給事業 

 

① 水管橋：２橋 

 

対象施設 実施予定年度 

①櫛田川水管橋 

②鈴鹿川派川水管橋 

Ｈ２６～２７ 

Ｈ２６～２９ 

 

 

（２）工業用水道事業 

 

① 主要施設：６箇所 

 

対象施設 実施予定年度 

〔二期〕 

①野代導水ポンプ所（建屋） 

②野代導水ポンプ所（沈砂池） 

③野代導水ポンプ所（ポンプ井） 

④沢地浄水場（混和池） 

⑤沢地浄水場（沈澱池） 

⑥沢地浄水場（配水池） 

 

Ｈ２５～２７ 

Ｈ２５～２８ 

Ｈ２５～２７ 

Ｈ２５～２７ 

Ｈ２５～２７ 

Ｈ２５～２７ 

 

 

② 水管橋：４橋 

 

対象施設 実施予定年度 

〔二期〕 

①三滝川水管橋（前期） 

②三滝新川水管橋 

 

〔三期〕 

③鈴鹿川派川水管橋 

 

〔四期〕 

④鈴鹿川派川水管橋 

 

Ｈ２４～２７ 

Ｈ２４～２７ 

 

 

Ｈ２６～２７ 

 

 

Ｈ２６～２９ 
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８ 浄水場等における技術管理業務の包括的な民間委託実施計画 

事業区分 事業内容 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
H28

年度

工業用

水道事業

運転監視

業 務

浄 水 場

管理業務

維持管理

業 務

水道用水

供給事業

運転監視

業 務

浄 水 場

管理業務

維持管理

業 務

第２次中期経営計画

（ H19～ ）長期経営ビジョン

包括的な民間委託
実施済

（H19～ ）中期経営計画

北勢、南勢水道事務所
浄水場の運転監視業務の
民間委託実施済

単独外部委託

【事業者責任に係る業務】企業庁職員による管理（配水運用、水道法上の水質検査など）

単独外部委託
（環境整備業務など）

単独外部委託

企業庁職員による管理

単独外部委託（環
境整備業務など）

【事業者責任に係る業務】企業庁職員による管理（配水運用など）

第３次中期経営計画

包括的な
民間委託の
継続

包括的な民間委託
業務の見直し

全水道事務所
浄水場の運転監視業務の
民間委託実施済

運転監視業務の
民間委託の継続

企業庁職員による
管理
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９ 企業庁の施設位置図 
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10 「企業庁のあり方に関する基本的方向について」（平成１９年２月１４日） 

地方公営企業を取り巻く環境は事業を開始した時点に比べて大きく変化し、人口

の減少や市町村合併の進展など様々な社会環境変化が起こっており、それらへの対

応が求められている。一方、制度面では指定管理者制度や地方独立行政法人の活用

など多様な主体による管理、運営の経営手法が可能となってきている。 

このような動きに対応するため、企業庁においては、平成１７年度に第三者機関

として「企業庁の今後のあり方検討会」を設置し、平成１８年３月に企業庁長に提言が

行われたところである。一方、これと並行して、三重県議会においても、議長の諮

問機関として「三重県議会公営企業事業の民営化検討委員会」が設置され、同委員会

の報告を踏まえ、平成１８年３月に議長から私に対し、「三重県企業庁事業の民営化

に向けた提言」がなされたところである。 

このような経緯を踏まえ、平成１８年３月の「みえ経営改善プラン」において、企業

庁の経営形態等将来のあるべき姿について基本的な方向を示すことを公表し、その

検討のため、平成１８年６月に「公営企業（企業庁）のあり方検討委員会」（以下「検討委

員会」と言う。）を設置したところである。 

この検討委員会に対し、県民の利益を確保するという視点に立って、補完性の原

理に照らした国・地方あげての政府のスリム化等社会全体のコスト削減や危機管理

上の適切な対応など、県の責務を果たすための最適な経営形態を検討していただく

ようお願いし、１月２４日に最終報告がなされたところである。 

検討委員会では、企業庁の将来のあるべき姿について「新しい時代の公」の下での

「県が担う領域の判断基準」を踏まえ、県民の目線に立ってしっかりと検討され、  

１０年後を見据えた結論をいただいたと認識している。このため、企業庁が行ってい

る三事業の経営形態については、検討委員会の報告を尊重し、以下の方向で進める

ものとする。 

１ 水道用水供給事業の経営形態のあり方 

（１）民間的経営形態の導入 

 ① 技術管理業務の包括的な民間委託の導入 

水道用水供給事業は、ライフラインの確保、危機管理面などからの公的関与

の必要性、他の自治体の民間事業者の参入状況等の例から判断すると、直ちに

実施主体を民間とする性格の事業ではない。 

このため、公営企業形態で事業を継続することとするが、県と市町の役割分

担を検討のうえ、市町への一元化が当面対象とならない地域については、更な

る民間的経営形態の導入を進めることでコスト縮減を図るため、民間企業の成

熟度を見極めながら、共同管理を行っている工業用水道事業と合わせて技術管

理業務の包括的な民間委託を導入するものとする。 

 ② 指定管理者制度及び地方独立行政法人の活用 

指定管理者制度や地方独立行政法人の活用については、他の自治体の例や民

間事業者の参入状況等に留意しつつ効果を慎重に検証することが必要であり、

将来的な検討課題とする。 
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（２）市町との役割分担 

１市への供給を行っている地域については、より効果的な事業運営が図れる市

の水道事業への一元化を進める。ただし、市への移譲にあたっては、市側の受

入体制を整える必要性や財政面の市の負担を踏まえ、移譲時期や技術面・財政

面での配慮の必要性などについて市と十分協議するものとする。 
 

２ 工業用水道事業の経営形態のあり方 
（１）技術管理業務の包括的な民間委託の導入 

工業用水道事業は、国土保全面、産業基盤面、地域振興面などからの公的関

与の必要性、他の自治体の民間事業者の参入状況等の例から判断すると、直ち

に実施主体を民間とする性格の事業ではない。 

このため、公営企業形態で事業を継続することとするが、更なる民間的経営

形態の導入を進めることでコスト縮減を図るため、民間企業の成熟度を見極め

ながら、共同管理を行っている水道用水供給事業と合わせて技術管理業務の包

括的な民間委託を導入するものとする。 
 

（２）指定管理者制度及び地方独立行政法人の活用 

指定管理者制度や地方独立行政法人の活用については、他の自治体の例や民

間事業者の参入状況等に留意しつつ効果を慎重に検証することが必要であり、

将来的な検討課題とする。 
 

３ 電気事業の経営形態のあり方 

（１）水力発電事業の民間譲渡 

電気事業は、水力発電が再生可能なクリーンエネルギーであり、一定の公的

関与の必要性はあるが、水力発電事業については、既に電力会社も実施してお

り、民間譲渡した場合でも事業の継続が期待できることから判断すると、民間

譲渡が最初の選択肢となる。このため、譲渡額の精査、譲渡先の検討、譲渡方

法などの検討を進め譲渡方針を整理するものとする。 
 

（２）水力発電事業の譲渡条件の考え方 

譲渡条件としては、適正な譲渡価格の設定に加え、 

・全ての発電所が継続して運営されること 

・地域貢献の取組が継続されること 

を条件の基本としながら、総合的な視点で検討を行う。 

なお、上記の条件を満たすことが困難な場合は、再度、対応策を検討する。 

 

（３）ＲＤＦ焼却・発電事業の今後のあり方 

モデル事業として企業庁が実施しているＲＤＦ焼却・発電事業は、水力発電事業

の附帯事業である。本体事業の水力発電事業を民間譲渡する場合は、企業庁で

実施する位置づけがなくなることから、関係市町と事業の運営方法について協

議を行うものとする。 
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